
（平成２２年５月１２日報道資料抜粋）

１．今回のあっせん等の概要

（１）年金記録の訂正の必要があるとのあっせんを実施するもの 26 件

国民年金関係 3 件

厚生年金関係 23 件

（２）年金記録の訂正を不要と判断したもの 25 件

国民年金関係 10 件

厚生年金関係 15 件

年金記録確認福岡地方第三者委員会分

年金記録に係る苦情のあっせん等について



  

福岡国民年金 事案 1976 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 47 年１月から同年３月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女   

    基礎年金番号 ：    

    生 年 月 日 ： 昭和 18年生   

    住    所 ：    

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 47年１月から同年３月まで 

私の年金記録を見ると、昭和 47 年１月から同年３月までの国民年金保険

料が未納と記録されている。 

申立期間当時、私の住んでいる地区では、婦人会の役員が各戸をまわり、

国民年金保険料を集金しており、私の義父が当番の役員に納付していた。 

昭和 50 年ごろ、役所から 47 年１月から同年３月までの保険料が未納な

ので納付するようにとの通知がきた。納得はできなかったが、真相を追究

すると婦人会の役員に迷惑をかけるという思いから、私の夫が、郵便局で

夫婦二人分を納付した。 

夫婦一緒に同じ方法で納付していたのに、私だけ申立期間の国民年金保

険料が未納と記録されているのは納得がいかない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間は３か月と短期間である上、申立人は、申立期間を除いて国民年

金加入期間の国民年金保険料をすべて納付している。 

また、申立人とその夫に係る特殊台帳において、昭和 41 年４月から 53 年

３月までの期間の申立人とその夫の保険料は、申立期間を除き同一月に納付さ

れていることから、申立人及びその夫の納付行動は基本的に同一であると認め

られ、申立人の夫の申立期間における保険料が特例納付実施時期である 50 年

12 月に納付されていることを踏まえると、申立人の申立期間の保険料につい

ても、その夫と同時に納付されたと考えるのが自然である。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年

金保険料を納付していたものと認められる。 

 



  

福岡国民年金 事案 1977 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の平成元年４月から３年３月までの国民年金保険料については、納付

していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等  

氏    名 ： 女   

基礎年金番号 ：    

生 年 月 日 ： 昭和 18年生   

住    所 ：    

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成元年４月から３年３月まで 

平成３年４月に、Ａ市Ｂ区役所において夫婦で国民年金に再加入し、国

民年金保険料の納付を始めた。しかし、この時点においては、60 歳到達時

における私の厚生年金保険の被保険者期間と国民年金の保険料納付済期間

が年金受給資格の 25 年を満たすか不安であったところ、同区役所の職員か

ら過去２年分の国民年金保険料をさかのぼって納付できると聞いたので、

その手続をして、金融機関で２年分の国民年金保険料を納付した。 

夫については、厚生年金保険の被保険者期間が年金受給資格を満たして

いたので、さかのぼって国民年金保険料を納付しなかったが、私の国民年

金保険料のみを納付したことで、夫に対して申し訳ない気持ちになったの

を記憶している。 

申立期間の国民年金保険料が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、「平成３年４月にＡ市Ｂ区役所において、国民年金に再加入し、

国民年金保険料を２年分さかのぼって納付した。」と主張しているところ、同

区役所が保管する申立人に係る国民年金被保険者名簿の備考欄に「再加入３．

４．25」と記載されていることから、申立人は、平成３年４月 25 日に国民年

金に再加入したことが確認できるとともに、この時点では、申立期間の国民年

金保険料を過年度納付することは可能である上、申立人は、「保険料を金融機

関において納付した。」と主張しており、これは申立期間について納付すべき

保険料額及び納付したとする時期の納付方法とおおむね一致する。 

また、申立人は、その夫とともに昭和 57 年ごろから店を経営しており、生

活、経済状況に大きな変化は認められないことから、申立期間についても国民

年金保険料が納付されたものと考えても不自然ではない。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年

金保険料を納付していたものと認められる。 

 



  

福岡国民年金 事案 1978 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間のうち、昭和 37 年４月から 38 年３月までの期間のう

ちの６か月及び 48 年４月から同年６月までの期間の国民年金保険料について

は、納付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要

である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和６年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間  ：  ① 昭和 36年４月から 37年３月まで 

② 昭和 37年４月から 38年３月までの期間のうちの

６か月 

              ③ 昭和 48年４月から同年６月まで 

私は、昭和 34 年 12 月に自営業を始めた。36 年３月までは、年金に加入

していなかったが、その後すぐにＡ市の勧めにより国民年金に加入した。

一度、Ｂ社会保険事務所（当時）で納付状況の調査をしてもらったが、記

録台帳などは廃棄済みとのことで確認できなかった。加入と同時に国民年

金保険料は夫婦二人分をすべて納付しているので、申立期間が未納とされ

ていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間②については、申立人の国民年金手帳記号番号は昭和 38 年４月に

払い出されており、同手帳記号番号が払い出された時点では、当該期間は現年

度納付が可能な期間である上、オンライン記録及び特殊台帳では、申立期間②

が含まれる昭和 37 年度の国民年金保険料の納付月が不明であり、申立期間②

の納付月が特定できないなど、行政側の記録管理の不備が認められることから、

申立人は 37年度の 12か月分の国民年金保険料を納付していたものと考えるの

が自然である。 

また、申立期間③については、当該期間の前後の期間の保険料は納付済み

であるとともに、申立人は、国民年金手帳記号番号が払い出された時点以降は、

当該期間の３か月を除き国民年金保険料の未納は無い上、申立人と共に納付し



  

ていたとする申立人の妻の当該期間に係る保険料は納付済みとされていること

から、申立人についても当該期間の保険料が納付されていたものと考えるのが

自然である。 

一方、申立期間①については、申立人と一緒に納付していたとするその妻

も申立人と同様に当該期間の国民年金保険料が未納となっているとともに、申

立人に別の国民年金手帳記号番号が払い出された事情は見当たらないことから、

国民年金手帳記号番号が払い出された昭和 38 年の時点では、当該期間の国民

年金保険料は過年度納付となるものの、申立人の当該期間に係る保険料の納付

額、納付場所等の記憶は定かではなく、保険料の納付状況等が不明である。 

また、申立人が申立期間①に係る国民年金保険料を納付していたことを示

す関連資料（日記、家計簿等）が無く、ほかに申立人が当該期間の保険料を納

付していたことをうかがわせる事情も見当たらない。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間のうち、

昭和 37 年４月から 38 年３月までの期間のうちの６か月及び 48 年４月から同

年６月までの期間の国民年金保険料を納付していたものと認められる。 

 

 



  

福岡厚生年金 事案 2055 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たことが認められることから、申立人のＡ社（現在は、Ｂ社）Ｃ支店における

資格喪失日に係る記録を昭和 49 年４月１日に訂正し、申立期間の標準報酬月

額を７万 6,000円とすることが必要である。 

 なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を

履行していないと認められる。 

  

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男   

    基礎年金番号 ：    

    生 年 月 日 ： 昭和 23年生   

    住    所 ：    

   

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 49年３月 31日から同年４月１日まで 

昭和 46 年４月１日にＡ社に入社し、平成 21 年３月末の定年までの期間

において継続して勤務し、その後は嘱託職員として現在も同社に勤務して

いるが、昭和 49 年４月１日にＡ社Ｃ支店から同社Ｄ支店Ｅ営業所に異動し

た時の厚生年金保険の被保険者記録が無い。 

継続して勤務していたことは事実であるので、申立期間を厚生年金保険

の被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人が提出した辞令、Ｂ社が保管する労働者名簿及び複数の同僚の供述に

より、申立人がＡ社に継続して勤務し（昭和 49 年４月１日にＡ社Ｃ支店から

同社Ｄ支店Ｅ営業所に異動）、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により

給与から控除されていたことが認められる。 

   また、申立期間の標準報酬月額については、申立人のＡ社Ｃ支店における昭

和 49 年２月の社会保険事務所(当時)の記録から、７万 6,000 円とすることが

妥当である。 

   なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行について

は、Ｂ社は、「在籍中の社員の厚生年金保険料について、一定期間のみ納付し

ていないことはあり得ないため、納付したのではないかと考えている。」と回

答しているものの、事業主が資格喪失日を昭和 49 年４月１日と届け出たにも



  

かかわらず、社会保険事務所がこれを同年３月 31 日と誤って記録することは

考え難いことから、事業主が同日を資格喪失日として届け、その結果、社会保

険事務所は、申立人に係る同年３月の保険料について納入の告知を行っておら

ず(社会保険事務所が納入の告知を行ったものの、その後に納付されるべき保

険料に充当した場合又は保険料を還付した場合を含む。)、事業主は、申立人

に係る申立期間の保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 



  

福岡厚生年金 事案 2056 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間①及び申立期間②に係る標準報酬月額については、当該

期間のうち平成７年 11 月から８年９月までの期間は 34 万円、同年 10 月から

11 年９月までの期間は 32 万円、14 年９月は 30 万円、15 年４月は 32 万円に

訂正することが必要である。 

なお、事業主は、当該期間に係る上記訂正後の標準報酬月額に基づく厚生

年金保険料（訂正前の標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を除く。）を納付

する義務を履行していないと認められる。 

    

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男   

基礎年金番号 ：    

生 年 月 日 ： 昭和 24年生   

住    所 ：    

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 平成７年 11月１日から 11年 10月１日まで 

② 平成 14年８月１日から 15年９月１日まで 

Ａ社に勤務した期間のうち、両申立期間における標準報酬月額が実際の給

与額に比べて低いものとなっている。両申立期間における標準報酬月額の

記録について、実際の給与支給額に見合うものに訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

１ 申立人は両申立期間の標準報酬月額の相違について申し立てているが、厚

生年金保険の保険給付及び保険料の特例等に関する法律（以下「特例法」と

いう。）に基づき標準報酬月額を改定又は決定し、これに基づき記録の訂正

及び保険給付が行われるのは、事業主が源泉控除していたと認められる厚生

年金保険料額及び申立人の報酬月額のそれぞれに見合う標準報酬月額の範囲

内であることから、これらの標準報酬月額のいずれか低い方の額を認定する

こととなる。 

したがって、申立人の標準報酬月額については、申立人が所持する給与

明細書において確認できる報酬月額及び保険料控除額から判断すると、申立

期間①については、平成７年 11月から８年９月までの期間は 34万円、同年

10月から 11年９月までの期間は 32万円とすることが妥当である。 

また、当該給与明細書において確認できる報酬月額から、申立期間②の



  

うち、平成 14 年９月は 30 万円、15 年４月は 32 万円とすることが妥当であ

る。 

なお、当該期間に係る厚生年金保険料（訂正前の標準報酬月額に基づく

厚生年金保険料を除く。）の事業主による納付義務の履行については、元事

業主は、「当社は既に破産手続廃止の決定が確定しており、申立期間当時の

関連資料は無いため、申立内容を確認することができないが、社会保険事務

所（当時）の記録どおりの届出及び納付を行ったと思われる。」と回答して

いることから、事業主は、給与明細書で確認できる報酬月額又は保険料控除

額に見合う標準報酬月額を届け出ておらず、その結果、社会保険事務所は、

当該標準報酬月額に見合う保険料の納入の告知を行っておらず、事業主は当

該保険料（訂正前の標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を除く。）を納付

する義務を履行していないと認められる。 

 

２ 申立期間②のうち、平成 14 年８月、同年 10 月から 15 年２月までの期間

及び同年５月から同年７月までの期間については、申立人が主張する標準報

酬月額に相当する厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていた事

実を確認できる給与明細書等の資料は無い上、申立人が給与明細書を所持し、

報酬月額及び厚生年金保険料控除額を確認できる月において、その額はそれ

ぞれ大きく変動していることから判断すると、申立人が給与明細書を所持し

ていない当該期間の厚生年金保険料の控除額は推認し難い。 

また、元事業主は当該期間に係る関連資料は保管していないと回答して

おり、ほかに申立人の当該期間における厚生年金保険料の控除について確認

できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これら事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が、当該期間について、厚生年金保険被保険者としてその主張する標

準報酬月額に基づく厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていた

と認めることはできない。 

 

３ 申立期間②のうち、平成 15 年３月及び同年８月については、給与明細書

において確認できる保険料控除額に見合う標準報酬月額と社会保険事務所で

記録されている標準報酬月額（26 万円）とが一致していることから、特例

法による保険給付の対象に当たらないため、あっせんは行わない。 



  

福岡厚生年金 事案 2057 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されて

いたことが認められることから、申立人のＡ社における資格喪失日に係る記録

を昭和 50 年５月１日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を８万円とすること

が必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務

を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男   

基礎年金番号 ：    

生 年 月 日 ： 昭和 26年生   

住    所 ：    

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 50年４月 30日から同年５月１日まで 

昭和 48 年４月にＢ市に本社があるＡ社に入社し、50 年５月にＣ社に異動

したが、申立期間の厚生年金保険の被保険者記録が無い。継続して勤務し

ていたことは間違いないので、申立期間を厚生年金保険の被保険者期間と

して認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

雇用保険の被保険者記録、Ａ社が保管する社会保険台帳及び申立人が名前

を挙げた同僚の供述から判断すると、申立人がＡ社及びその関連会社のＣ社に

継続して勤務し（昭和 50 年５月１日にＡ社からＣ社に異動）、申立期間に係

る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、申立人のＡ社における昭和 50

年３月の社会保険事務所（当時）の記録から、８万円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行につい

ては、事業主は、「根拠となる資料は無いが、保険料を納付していたものと思

われる。」と回答しているが、事業主が資格喪失日を昭和 50 年５月１日と届

け出たにもかかわらず、社会保険事務所がこれを同年４月 30 日と誤って記録

することは考え難いことから、事業主が同日を資格喪失日として届け、その結

果、社会保険事務所は、申立人に係る同年４月の保険料について納入の告知を

行っておらず（社会保険事務所が納入の告知を行ったものの、その後に納付さ

れるべき保険料に充当した場合又は保険料を還付した場合を含む。）、事業主

は、申立人に係る申立期間の保険料を納付する義務を履行していないと認めら

れる。 

 



  

福岡厚生年金 事案 2058 

 

第１ 委員会の結論 

申立人のＡ社における厚生年金保険被保険者資格喪失日は昭和 48 年 11 月

20 日であると認められることから、申立人の同社に係る厚生年金保険被保険

者資格の喪失日に係る記録を訂正することが必要である。 

なお、申立期間の標準報酬月額については、６万円とすることが妥当であ

る。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男  

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 24年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 47年 11月 20日から 48年 11月 20日まで 

社会保険事務所（当時）に厚生年金保険の被保険者記録を照会したところ、

昭和 47 年 10 月から 48 年 11 月までの期間において勤務していたＡ社につ

いて、申立期間に係る厚生年金保険の被保険者記録が確認できないとの回

答があった。申立期間も継続して勤務し、厚生年金保険料を控除されてお

り、申立期間に一緒に勤務していた同僚もいるので、申立期間を厚生年金

保険の被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

雇用保険の被保険者記録並びに申立人が名前を挙げた同僚及びＡ社に係る健

康保険厚生年金保険被保険者名簿から申立期間において厚生年金保険の被保険

者記録が確認できる者二人の供述から判断すると、申立人が申立期間において

同社に継続して勤務していたものと認められる。 

また、Ａ社において申立人と同じ設計の業務に従事していた前述の同僚二人

は、「Ａ社においては、入社時から退職時までの期間において継続して厚生年

金保険に加入していた。」と供述し、当該同僚らが記憶するそれぞれの勤務期

間と厚生年金保険の被保険者記録が一致していることが確認できる上、当時の

事業主は、「申立人が勤務していたのは間違いないし、従業員は全員厚生年金

保険に加入させていた。」と回答しているところ、Ａ社に係る健康保険厚生年

金保険被保険者名簿から確認できる申立期間当時の厚生年金保険の被保険者数

は、同僚及び申立人が供述した従業員数と一致していることも確認できる。 



  

さらに、Ａ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿では、申立人と同

日である昭和 47 年 11 月 26 日に厚生年金保険被保険者の資格を喪失している

同僚一人については、48 年 10 月の標準報酬月額の定時決定に係る記録の記載

が確認できない一方、申立人は、47 年 11 月 20 日に厚生年金保険被保険者の

資格を喪失しているにもかかわらず、同喪失日よりも後の 48年 10月に標準報

酬月額の定時決定が行われた記録が確認できる上、申立人に係る雇用保険の被

保険者記録による離職日が同年 11月 19日であることから判断すると、申立人

に係る資格喪失日がさかのぼって処理されたものと認められる。 

これらを総合的に判断すると、社会保険事務所がこのような処理を行う合

理的な理由は見当たらず、申立人のＡ社における厚生年金保険被保険者資格喪

失日は昭和 48年 11月 20日であると認められる。 

なお、申立期間の標準報酬月額については、申立人のＡ社における昭和 47

年 10 月の健康保険厚生年金保険被保険者名簿の記録から、６万円とすること

が妥当である。 



  

福岡厚生年金 事案 2059 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の申立期間における標準賞与額については、厚生年金保険法第 75 条

本文の規定により、年金額の計算の基礎となる標準賞与額とならない記録とさ

れているが、申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により賞与か

ら控除されていたことが認められることから、当該記録を取り消し、厚生年金

保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律に基づき、申立人の申

立期間に係る記録を 129万 7,000円とすることが必要である。 

   なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料（訂

正前の標準賞与額に基づく厚生年金保険料を除く。）を納付する義務を履行し

ていないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等  

氏    名 ： 男   

基礎年金番号 ：    

生 年 月 日 ： 昭和 15年生   

住    所 ：    

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成 17年７月 11日 

 申立期間にＡ事業所から賞与の支給を受けたが、当該賞与額に相当する

厚生年金保険料が控除されていたにもかかわらず、社会保険事務所（当

時）の記録では、標準賞与額が総支給額ではなく、社会保険料等を控除し

た後の額に見合う額となっている。 

 申立期間の標準賞与額について総支給額に見合う標準賞与額に訂正して

ほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

  Ａ事業所における平成 17年７月 11日に支給された賞与に係る支給明細書か

ら、申立人は、申立期間について、129 万 7,000 円の標準賞与額に基づく厚生

年金保険料を事業主により賞与から控除されていたことが認められる。 

  なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行について

は、オンライン記録から、当該保険料を徴収する権利が時効により消滅した後

の平成 22年２月 15日に、事業主は、申立人の申立期間に係る標準賞与額につ

いて誤った金額を記載して届け出たとして申立てに係る賞与支払訂正届を提出

したことが確認でき、また、申立期間に係る厚生年金保険料については、過小

な納付であったことを認めていることから、社会保険事務所は、申立人に係る

申立期間の標準賞与額に基づく保険料について納入の告知を行っておらず、事

業主は申立期間に係る保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 



  

福岡厚生年金 事案 2060 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の申立期間における標準賞与額については、厚生年金保険法第 75 条

本文の規定により、年金額の計算の基礎となる標準賞与額とならない記録とさ

れているが、申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により賞与か

ら控除されていたことが認められることから、当該記録を取り消し、厚生年金

保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律に基づき、申立人の申

立期間に係る記録を 51万 2,000円とすることが必要である。 

   なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料（訂

正前の標準賞与額に基づく厚生年金保険料を除く。）を納付する義務を履行し

ていないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等  

 氏    名 ： 女   

基礎年金番号 ：    

生 年 月 日 ： 昭和 26年生   

住    所 ：   

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成 17年７月 11日 

 申立期間にＡ事業所から賞与の支給を受けたが、当該賞与額に相当する

厚生年金保険料が控除されていたにもかかわらず、社会保険事務所（当

時）の記録では、標準賞与額が総支給額ではなく、社会保険料等を控除し

た後の額に見合う額となっている。 

 申立期間の標準賞与額について総支給額に見合う標準賞与額に訂正して

ほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

  Ａ事業所における平成 17年７月 11日に支給された賞与に係る支給明細書か

ら、申立人は、申立期間について、51 万 2,000 円の標準賞与額に基づく厚生

年金保険料を事業主により賞与から控除されていたことが認められる。 

  なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行について

は、オンライン記録から、当該保険料を徴収する権利が時効により消滅した後

の平成 22年２月 15日に、事業主は、申立人の申立期間に係る標準賞与額につ

いて誤った金額を記載して届け出たとして申立てに係る賞与支払訂正届を提出

したことが確認でき、また、申立期間に係る厚生年金保険料については、過小

な納付であったことを認めていることから、社会保険事務所は、申立人に係る

申立期間の標準賞与額に基づく保険料について納入の告知を行っておらず、事

業主は申立期間に係る保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 



  

福岡厚生年金 事案 2061 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の申立期間における標準賞与額については、厚生年金保険法第 75 条

本文の規定により、年金額の計算の基礎となる標準賞与額とならない記録とさ

れているが、申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により賞与か

ら控除されていたことが認められることから、当該記録を取り消し、厚生年金

保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律に基づき、申立人の申

立期間に係る記録を 62万 8,000円とすることが必要である。 

   なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料（訂

正前の標準賞与額に基づく厚生年金保険料を除く。）を納付する義務を履行し

ていないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等  

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 16年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成 17年７月 11日 

 申立期間にＡ事業所から賞与の支給を受けたが、当該賞与額に相当する

厚生年金保険料が控除されていたにもかかわらず、社会保険事務所（当

時）の記録では、標準賞与額が総支給額ではなく、社会保険料等を控除し

た後の額に見合う額となっている。 

 申立期間の標準賞与額について総支給額に見合う標準賞与額に訂正して

ほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

  Ａ事業所における平成 17年７月 11日に支給された賞与に係る支給明細書か

ら、申立人は、申立期間について、62 万 8,000 円の標準賞与額に基づく厚生

年金保険料を事業主により賞与から控除されていたことが認められる。 

  なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行について

は、オンライン記録から、当該保険料を徴収する権利が時効により消滅した後

の平成 22年２月 15日に、事業主は、申立人の申立期間に係る標準賞与額につ

いて誤った金額を記載して届け出たとして申立てに係る賞与支払訂正届を提出

したことが確認でき、また、申立期間に係る厚生年金保険料については、過小

な納付であったことを認めていることから、社会保険事務所は、申立人に係る

申立期間の標準賞与額に基づく保険料について納入の告知を行っておらず、事

業主は申立期間に係る保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 



  

福岡厚生年金 事案 2062 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の申立期間における標準賞与額については、厚生年金保険法第 75 条

本文の規定により、年金額の計算の基礎となる標準賞与額とならない記録とさ

れているが、申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により賞与か

ら控除されていたことが認められることから、当該記録を取り消し、厚生年金

保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律に基づき、申立人の申

立期間に係る記録を 45万 6,000円とすることが必要である。 

   なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料（訂

正前の標準賞与額に基づく厚生年金保険料を除く。）を納付する義務を履行し

ていないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等  

氏    名 ： 女   

基礎年金番号 ：    

生 年 月 日 ： 昭和 34年生   

住    所 ：    

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成 17年７月 11日 

 申立期間にＡ事業所から賞与の支給を受けたが、当該賞与額に相当する

厚生年金保険料が控除されていたにもかかわらず、社会保険事務所（当

時）の記録では、標準賞与額が総支給額ではなく、社会保険料等を控除し

た後の額に見合う額となっている。 

 申立期間の標準賞与額について総支給額に見合う標準賞与額に訂正して

ほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

  Ａ事業所における平成 17年７月 11日に支給された賞与に係る支給明細書か

ら、申立人は、申立期間について、45 万 6,000 円の標準賞与額に基づく厚生

年金保険料を事業主により賞与から控除されていたことが認められる。 

  なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行について

は、オンライン記録から、当該保険料を徴収する権利が時効により消滅した後

の平成 22年２月 15日に、事業主は、申立人の申立期間に係る標準賞与額につ

いて誤った金額を記載して届け出たとして申立てに係る賞与支払訂正届を提出

したことが確認でき、また、申立期間に係る厚生年金保険料については、過小

な納付であったことを認めていることから、社会保険事務所は、申立人に係る

申立期間の標準賞与額に基づく保険料について納入の告知を行っておらず、事

業主は申立期間に係る保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 



  

福岡厚生年金 事案 2063 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の申立期間における標準賞与額については、厚生年金保険法第 75 条

本文の規定により、年金額の計算の基礎となる標準賞与額とならない記録とさ

れているが、申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により賞与か

ら控除されていたことが認められることから、当該記録を取り消し、厚生年金

保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律に基づき、申立人の申

立期間に係る記録を 44万 4,000円とすることが必要である。 

   なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料（訂

正前の標準賞与額に基づく厚生年金保険料を除く。）を納付する義務を履行し

ていないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等  

氏    名 ： 女   

基礎年金番号 ：    

生 年 月 日 ： 昭和 45年生   

住    所 ：    

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成 17年７月 11日 

 申立期間にＡ事業所から賞与の支給を受けたが、当該賞与額に相当する

厚生年金保険料が控除されていたにもかかわらず、社会保険事務所（当

時）の記録では、標準賞与額が総支給額ではなく、社会保険料等を控除し

た後の額に見合う額となっている。 

 申立期間の標準賞与額について総支給額に見合う標準賞与額に訂正して

ほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

  Ａ事業所における平成 17年７月 11日に支給された賞与に係る支給明細書か

ら、申立人は、申立期間について、44 万 4,000 円の標準賞与額に基づく厚生

年金保険料を事業主により賞与から控除されていたことが認められる。 

  なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行について

は、オンライン記録から、当該保険料を徴収する権利が時効により消滅した後

の平成 22年２月 15日に、事業主は、申立人の申立期間に係る標準賞与額につ

いて誤った金額を記載して届け出たとして申立てに係る賞与支払訂正届を提出

したことが確認でき、また、申立期間に係る厚生年金保険料については、過小

な納付であったことを認めていることから、社会保険事務所は、申立人に係る

申立期間の標準賞与額に基づく保険料について納入の告知を行っておらず、事

業主は申立期間に係る保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 



  

福岡厚生年金 事案 2064 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の申立期間における標準賞与額については、厚生年金保険法第 75 条

本文の規定により、年金額の計算の基礎となる標準賞与額とならない記録とさ

れているが、申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により賞与か

ら控除されていたことが認められることから、当該記録を取り消し、厚生年金

保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律に基づき、申立人の申

立期間に係る記録を 49万 4,000円とすることが必要である。 

   なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料（訂

正前の標準賞与額に基づく厚生年金保険料を除く。）を納付する義務を履行し

ていないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等  

氏    名 ： 女   

基礎年金番号 ：    

生 年 月 日 ： 昭和 42年生   

住    所 ：    

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成 17年７月 11日 

 申立期間にＡ事業所から賞与の支給を受けたが、当該賞与額に相当する

厚生年金保険料が控除されていたにもかかわらず、社会保険事務所（当

時）の記録では、標準賞与額が総支給額ではなく、社会保険料等を控除し

た後の額に見合う額となっている。 

 申立期間の標準賞与額について総支給額に見合う標準賞与額に訂正して

ほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

  Ａ事業所における平成 17年７月 11日に支給された賞与に係る支給明細書か

ら、申立人は、申立期間について、49 万 4,000 円の標準賞与額に基づく厚生

年金保険料を事業主により賞与から控除されていたことが認められる。 

  なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行について

は、オンライン記録から、当該保険料を徴収する権利が時効により消滅した後

の平成 22年２月 15日に、事業主は、申立人の申立期間に係る標準賞与額につ

いて誤った金額を記載して届け出たとして申立てに係る賞与支払訂正届を提出

したことが確認でき、また、申立期間に係る厚生年金保険料については、過小

な納付であったことを認めていることから、社会保険事務所は、申立人に係る

申立期間の標準賞与額に基づく保険料について納入の告知を行っておらず、事

業主は申立期間に係る保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 

 



  

福岡厚生年金 事案 2065 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の申立期間における標準賞与額については、厚生年金保険法第 75 条

本文の規定により、年金額の計算の基礎となる標準賞与額とならない記録とさ

れているが、申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により賞与か

ら控除されていたことが認められることから、当該記録を取り消し、厚生年金

保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律に基づき、申立人の申

立期間に係る記録を 37万 1,000円とすることが必要である。 

   なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料（訂

正前の標準賞与額に基づく厚生年金保険料を除く。）を納付する義務を履行し

ていないと認められる 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等  

氏    名 ： 女   

基礎年金番号 ：    

生 年 月 日 ： 昭和 52年生   

住    所 ：   

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成 17年７月 11日 

 申立期間にＡ事業所から賞与の支給を受けたが、当該賞与額に相当する

厚生年金保険料が控除されていたにもかかわらず、社会保険事務所（当

時）の記録では、標準賞与額が総支給額ではなく、社会保険料等を控除し

た後の額に見合う額となっている。 

 申立期間の標準賞与額について総支給額に見合う標準賞与額に訂正して

ほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

  Ａ事業所における平成 17年７月 11日に支給された賞与に係る支給明細書か

ら、申立人は、申立期間について、37 万 1,000 円の標準賞与額に基づく厚生

年金保険料を事業主により賞与から控除されていたことが認められる。 

  なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行について

は、オンライン記録から、当該保険料を徴収する権利が時効により消滅した後

の平成 22年２月 15日に、事業主は、申立人の申立期間に係る標準賞与額につ

いて誤った金額を記載して届け出たとして申立てに係る賞与支払訂正届を提出

したことが確認でき、また、申立期間に係る厚生年金保険料については、過小

な納付であったことを認めていることから、社会保険事務所は、申立人に係る

申立期間の標準賞与額に基づく保険料について納入の告知を行っておらず、事

業主は申立期間に係る保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 



  

福岡厚生年金 事案 2066 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の申立期間における標準賞与額については、厚生年金保険法第 75 条

本文の規定により、年金額の計算の基礎となる標準賞与額とならない記録とさ

れているが、申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により賞与か

ら控除されていたことが認められることから、当該記録を取り消し、厚生年金

保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律に基づき、申立人の申

立期間に係る記録を 33万 1,000円とすることが必要である。 

   なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料（訂

正前の標準賞与額に基づく厚生年金保険料を除く。）を納付する義務を履行し

ていないと認められる 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等  

氏    名 ： 男   

基礎年金番号 ：    

生 年 月 日 ： 昭和 46年生   

住    所 ：    

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成 17年７月 11日 

 申立期間にＡ事業所から賞与の支給を受けたが、当該賞与額に相当する

厚生年金保険料が控除されていたにもかかわらず、社会保険事務所（当

時）の記録では、標準賞与額が総支給額ではなく、社会保険料等を控除し

た後の額に見合う額となっている。 

 申立期間の標準賞与額について総支給額に見合う標準賞与額に訂正して

ほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

  Ａ事業所における平成 17年７月 11日に支給された賞与に係る支給明細書か

ら、申立人は、申立期間について、33 万 1,000 円の標準賞与額に基づく厚生

年金保険料を事業主により賞与から控除されていたことが認められる。 

  なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行について

は、オンライン記録から、当該保険料を徴収する権利が時効により消滅した後

の平成 22年２月 15日に、事業主は、申立人の申立期間に係る標準賞与額につ

いて誤った金額を記載して届け出たとして申立てに係る賞与支払訂正届を提出

したことが確認でき、また、申立期間に係る厚生年金保険料については、過小

な納付であったことを認めていることから、社会保険事務所は、申立人に係る

申立期間の標準賞与額に基づく保険料について納入の告知を行っておらず、事

業主は申立期間に係る保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 



  

福岡厚生年金 事案 2067 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の申立期間における標準賞与額については、厚生年金保険法第 75 条

本文の規定により、年金額の計算の基礎となる標準賞与額とならない記録とさ

れているが、申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により賞与か

ら控除されていたことが認められることから、当該記録を取り消し、厚生年金

保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律に基づき、申立人の申

立期間に係る記録を 35万 5,000円とすることが必要である。 

   なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料（訂

正前の標準賞与額に基づく厚生年金保険料を除く。）を納付する義務を履行し

ていないと認められる 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等  

氏    名 ： 女   

基礎年金番号 ：    

生 年 月 日 ： 昭和 55年生   

住    所 ：    

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成 17年７月 11日 

 申立期間にＡ事業所から賞与の支給を受けたが、当該賞与額に相当する

厚生年金保険料が控除されていたにもかかわらず、社会保険事務所（当

時）の記録では、標準賞与額が総支給額ではなく、社会保険料等を控除し

た後の額に見合う額となっている。 

 申立期間の標準賞与額について総支給額に見合う標準賞与額に訂正して

ほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

  Ａ事業所における平成 17年７月 11日に支給された賞与に係る支給明細書か

ら、申立人は、申立期間について、35 万 5,000 円の標準賞与額に基づく厚生

年金保険料を事業主により賞与から控除されていたことが認められる。 

  なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行について

は、オンライン記録から、当該保険料を徴収する権利が時効により消滅した後

の平成 22年２月 15日に、事業主は、申立人の申立期間に係る標準賞与額につ

いて誤った金額を記載して届け出たとして申立てに係る賞与支払訂正届を提出

したことが確認でき、また、申立期間に係る厚生年金保険料については、過小

な納付であったことを認めていることから、社会保険事務所は、申立人に係る

申立期間の標準賞与額に基づく保険料について納入の告知を行っておらず、事

業主は申立期間に係る保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 



  

福岡厚生年金 事案 2068 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の申立期間における標準賞与額については、厚生年金保険法第 75 条

本文の規定により、年金額の計算の基礎となる標準賞与額とならない記録とさ

れているが、申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により賞与か

ら控除されていたことが認められることから、当該記録を取り消し、厚生年金

保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律に基づき、申立人の申

立期間に係る記録を 11万 1,000円とすることが必要である。 

   なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料（訂

正前の標準賞与額に基づく厚生年金保険料を除く。）を納付する義務を履行し

ていないと認められる 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等  

氏    名 ： 女   

基礎年金番号 ：    

生 年 月 日 ： 昭和 58年生   

住    所 ：    

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成 17年７月 11日 

 申立期間にＡ事業所から賞与の支給を受けたが、当該賞与額に相当する

厚生年金保険料が控除されていたにもかかわらず、社会保険事務所（当

時）の記録では、標準賞与額が総支給額ではなく、社会保険料等を控除し

た後の額に見合う額となっている。 

 申立期間の標準賞与額について総支給額に見合う標準賞与額に訂正して

ほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

  Ａ事業所における平成 17年７月 11日に支給された賞与に係る支給明細書か

ら、申立人は、申立期間について、11 万 1,000 円の標準賞与額に基づく厚生

年金保険料を事業主により賞与から控除されていたことが認められる。 

  なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行について

は、オンライン記録から、当該保険料を徴収する権利が時効により消滅した後

の平成 22年２月 15日に、事業主は、申立人の申立期間に係る標準賞与額につ

いて誤った金額を記載して届け出たとして申立てに係る賞与支払訂正届を提出

したことが確認でき、また、申立期間に係る厚生年金保険料については、過小

な納付であったことを認めていることから、社会保険事務所は、申立人に係る

申立期間の標準賞与額に基づく保険料について納入の告知を行っておらず、事

業主は申立期間に係る保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 



  

福岡厚生年金 事案 2069 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の申立期間における標準賞与額については、厚生年金保険法第 75 条

本文の規定により、年金額の計算の基礎となる標準賞与額とならない記録とさ

れているが、申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により賞与か

ら控除されていたことが認められることから、当該記録を取り消し、厚生年金

保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律に基づき、申立人の申

立期間に係る記録を 13万 3,000円とすることが必要である。 

   なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料（訂

正前の標準賞与額に基づく厚生年金保険料を除く。）を納付する義務を履行し

ていないと認められる 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等  

氏    名 ： 女   

基礎年金番号 ：    

生 年 月 日 ： 昭和 49年生   

住    所 ：    

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成 17年７月 11日 

 申立期間にＡ事業所から賞与の支給を受けたが、当該賞与額に相当する

厚生年金保険料が控除されていたにもかかわらず、社会保険事務所（当

時）の記録では、標準賞与額が総支給額ではなく、社会保険料等を控除し

た後の額に見合う額となっている。 

 申立期間の標準賞与額について総支給額に見合う標準賞与額に訂正して

ほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

  Ａ事業所における平成 17年７月 11日に支給された賞与に係る支給明細書か

ら、申立人は、申立期間について、13 万 3,000 円の標準賞与額に基づく厚生

年金保険料を事業主により賞与から控除されていたことが認められる。 

  なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行について

は、オンライン記録から、当該保険料を徴収する権利が時効により消滅した後

の平成 22年２月 15日に、事業主は、申立人の申立期間に係る標準賞与額につ

いて誤った金額を記載して届け出たとして申立てに係る賞与支払訂正届を提出

したことが確認でき、また、申立期間に係る厚生年金保険料については、過小

な納付であったことを認めていることから、社会保険事務所は、申立人に係る

申立期間の標準賞与額に基づく保険料について納入の告知を行っておらず、事

業主は申立期間に係る保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 

 



  

福岡厚生年金 事案 2070 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の申立期間における標準賞与額については、厚生年金保険法第 75 条

本文の規定により、年金額の計算の基礎となる標準賞与額とならない記録とさ

れているが、申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により賞与か

ら控除されていたことが認められることから、当該記録を取り消し、厚生年金

保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律に基づき、申立人の申

立期間に係る記録を７万 8,000円とすることが必要である。 

   なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料（訂

正前の標準賞与額に基づく厚生年金保険料を除く。）を納付する義務を履行し

ていないと認められる 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等  

氏    名 ： 女   

基礎年金番号 ：    

生 年 月 日 ： 昭和 58年生   

住    所 ：   

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成 17年７月 11日 

 申立期間にＡ事業所から賞与の支給を受けたが、当該賞与額に相当する

厚生年金保険料が控除されていたにもかかわらず、社会保険事務所（当

時）の記録では、標準賞与額が総支給額ではなく、社会保険料等を控除し

た後の額に見合う額となっている。 

 申立期間の標準賞与額について総支給額に見合う標準賞与額に訂正して

ほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

  Ａ事業所における平成 17年７月 11日に支給された賞与に係る支給明細書か

ら、申立人は、申立期間について、７万 8,000円の標準賞与額に基づく厚生年

金保険料を事業主により賞与から控除されていたことが認められる。 

  なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行について

は、オンライン記録から、当該保険料を徴収する権利が時効により消滅した後

の平成 22年２月 15日に、事業主は、申立人の申立期間に係る標準賞与額につ

いて誤った金額を記載して届け出たとして申立てに係る賞与支払訂正届を提出

したことが確認でき、また、申立期間に係る厚生年金保険料については、過小

な納付であったことを認めていることから、社会保険事務所は、申立人に係る

申立期間の標準賞与額に基づく保険料について納入の告知を行っておらず、事

業主は申立期間に係る保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 



  

福岡厚生年金 事案 2071 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の申立期間における標準賞与額については、厚生年金保険法第 75 条

本文の規定により、年金額の計算の基礎となる標準賞与額とならない記録とさ

れているが、申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により賞与か

ら控除されていたことが認められることから、当該記録を取り消し、厚生年金

保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律に基づき、申立人の申

立期間に係る記録を７万 8,000円とすることが必要である。 

   なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料（訂

正前の標準賞与額に基づく厚生年金保険料を除く。）を納付する義務を履行し

ていないと認められる 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等  

氏    名 ： 女   

基礎年金番号 ：    

生 年 月 日 ： 昭和 56年生   

住    所 ：    

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成 17年７月 11日 

 申立期間にＡ事業所から賞与の支給を受けたが、当該賞与額に相当する

厚生年金保険料が控除されていたにもかかわらず、社会保険事務所（当

時）の記録では、標準賞与額が総支給額ではなく、社会保険料等を控除し

た後の額に見合う額となっている。 

 申立期間の標準賞与額について総支給額に見合う標準賞与額に訂正して

ほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

  Ａ事業所における平成 17年７月 11日に支給された賞与に係る支給明細書か

ら、申立人は、申立期間について、７万 8,000円の標準賞与額に基づく厚生年

金保険料を事業主により賞与から控除されていたことが認められる。 

  なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行について

は、オンライン記録から、当該保険料を徴収する権利が時効により消滅した後

の平成 22年２月 15日に、事業主は、申立人の申立期間に係る標準賞与額につ

いて誤った金額を記載して届け出たとして申立てに係る賞与支払訂正届を提出

したことが確認でき、また、申立期間に係る厚生年金保険料については、過小

な納付であったことを認めていることから、社会保険事務所は、申立人に係る

申立期間の標準賞与額に基づく保険料について納入の告知を行っておらず、事

業主は申立期間に係る保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 



  

福岡厚生年金 事案 2072 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の申立期間における標準賞与額については、厚生年金保険法第 75 条

本文の規定により、年金額の計算の基礎となる標準賞与額とならない記録とさ

れているが、申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により賞与か

ら控除されていたことが認められることから、当該記録を取り消し、厚生年金

保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律に基づき、申立人の申

立期間に係る記録を９万 8,000円とすることが必要である。 

   なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料（訂

正前の標準賞与額に基づく厚生年金保険料を除く。）を納付する義務を履行し

ていないと認められる 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等  

氏    名 ： 女   

基礎年金番号 ：    

生 年 月 日 ： 昭和 57年生   

住    所 ：    

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成 17年７月 11日 

 申立期間にＡ事業所から賞与の支給を受けたが、当該賞与額に相当する

厚生年金保険料が控除されていたにもかかわらず、社会保険事務所（当

時）の記録では、標準賞与額が総支給額ではなく、社会保険料等を控除し

た後の額に見合う額となっている。 

 申立期間の標準賞与額について総支給額に見合う標準賞与額に訂正して

ほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

  Ａ事業所における平成 17年７月 11日に支給された賞与に係る支給明細書か

ら、申立人は、申立期間について、９万 8,000円の標準賞与額に基づく厚生年

金保険料を事業主により賞与から控除されていたことが認められる。 

  なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行について

は、オンライン記録から、当該保険料を徴収する権利が時効により消滅した後

の平成 22年２月 15日に、事業主は、申立人の申立期間に係る標準賞与額につ

いて誤った金額を記載して届け出たとして申立てに係る賞与支払訂正届を提出

したことが確認でき、また、申立期間に係る厚生年金保険料については、過小

な納付であったことを認めていることから、社会保険事務所は、申立人に係る

申立期間の標準賞与額に基づく保険料について納入の告知を行っておらず、事

業主は申立期間に係る保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 



  

福岡厚生年金 事案 2073 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の申立期間における標準賞与額については、厚生年金保険法第 75 条

本文の規定により、年金額の計算の基礎となる標準賞与額とならない記録とさ

れているが、申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により賞与か

ら控除されていたことが認められることから、当該記録を取り消し、厚生年金

保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律に基づき、申立人の申

立期間に係る記録を７万 5,000円とすることが必要である。 

   なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料（訂

正前の標準賞与額に基づく厚生年金保険料を除く。）を納付する義務を履行し

ていないと認められる 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等  

氏    名 ： 女   

基礎年金番号 ：    

生 年 月 日 ： 昭和 50年生   

住    所 ：    

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成 17年７月 11日 

 申立期間にＡ事業所から賞与の支給を受けたが、当該賞与額に相当する

厚生年金保険料が控除されていたにもかかわらず、社会保険事務所（当

時）の記録では、標準賞与額が総支給額ではなく、社会保険料等を控除し

た後の額に見合う額となっている。 

 申立期間の標準賞与額について総支給額に見合う標準賞与額に訂正して

ほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

  Ａ事業所における平成 17年７月 11日に支給された賞与に係る支給明細書か

ら、申立人は、申立期間について、７万 5,000円の標準賞与額に基づく厚生年

金保険料を事業主により賞与から控除されていたことが認められる。 

  なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行について

は、オンライン記録から、当該保険料を徴収する権利が時効により消滅した後

の平成 22年２月 15日に、事業主は、申立人の申立期間に係る標準賞与額につ

いて誤った金額を記載して届け出たとして申立てに係る賞与支払訂正届を提出

したことが確認でき、また、申立期間に係る厚生年金保険料については、過小

な納付であったことを認めていることから、社会保険事務所は、申立人に係る

申立期間の標準賞与額に基づく保険料について納入の告知を行っておらず、事

業主は申立期間に係る保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 



  

福岡厚生年金 事案 2074 

 

第１ 委員会の結論  

   申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除され

ていたことが認められることから、申立人のＡ社における資格喪失日に係る記

録を昭和 49 年７月１日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を７万 2,000 円と

することが必要である。 

   なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を

履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男   

    基礎年金番号 ：    

    生 年  月 日 ： 昭和 24年生   

    住    所 ：    

 

  ２ 申立内容の要旨 

  申 立  期 間 ： 昭和 49年４月１日から同年７月１日まで 

    社会保険事務所（当時）に厚生年金保険の被保険者記録を照会したところ、

申立期間は、Ａ社（Ａ社に係る社史及び申立人の記憶においては、Ｂ社）

Ｃ出張所及び継承事業所であるＤ社（現在は、Ｅ社）に継続して勤務して

いたにもかかわらず、申立期間が厚生年金保険に加入していない期間とさ

れていることが分かった。 

    継続して勤務していたことは間違いなく、厚生年金保険料も継続して控除

されていたと思うので、申立期間を厚生年金保険の加入期間として認めて

ほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   雇用保険の被保険者記録、Ａ社に係る社史の記載内容及び申立人の勤務内容

等に係る具体的な供述から判断すると、申立人は、Ｄ社及びその関連事業所に

継続して勤務（Ａ社からＤ社に異動）していることが認められる。 

また、適用事業所名簿からＤ社は昭和49年７月１日に厚生年金保険の適用

事業所に該当していることが確認できるところ、Ｅ社は、「申立期間当時の厚

生年金保険に係る資料は残っていないが、一般的に、同一事業所グループ内の

事業所に継続して勤務していれば、配属先の事業所が厚生年金保険の適用事業

所ではなかった場合であっても、同一事業所グループ内の別事業所において包

括的に厚生年金保険に加入させる取扱いとなっていたと思われる。」と回答し



  

ている上、複数の同僚が「Ｄ社及び関連事業所に勤務した期間については、引

き続き保険料が控除されていたと思う。」と供述している。 

これらを総合的に判断すると、申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたことが認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、申立人の昭和49年３月のＡ社

に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿の記録から７万2,000円とすること

が妥当である。 

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行につい

ては、事業主は、当時の資料が無く確認できないため不明としているが、Ａ社

に係る申立人の厚生年金保険被保険者資格の喪失日が雇用保険の被保険者記録

における離職日の翌日である昭和49年４月１日と記録されており、社会保険事

務所及び公共職業安定所の双方が誤って記録したとは考え難いことから、事業

主が同日を資格喪失日として届け、その結果、社会保険事務所は、申立人に係

る同年４月から同年６月までの保険料について納入の告知を行っておらず（社

会保険事務所が納入の告知を行ったものの、その後に納付されるべき保険料に

充当した場合又は保険料を還付した場合を含む。）、事業主は、申立期間に係

る厚生年金保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 



  

福岡厚生年金 事案 2075 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されて

いたことが認められることから、申立人のＡ社Ｂ支店における資格取得日に係

る記録を昭和48年３月21日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を６万円とする

ことが必要である。 

なお、事業主が申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を

履行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男   

    基礎年金番号 ：   

    生 年 月 日 ： 昭和 24年生   

    住    所 ：    

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 48年３月 21日から同年４月２日まで 

社会保険事務所（当時）に厚生年金保険の被保険者記録を照会したとこ

ろ、申立期間が厚生年金保険に加入していない期間とされていることが分

かった。 

申立期間は、Ａ社本社から同社Ｂ支店に転勤になった時期であるが、勤

務状況に変化が無かったにもかかわらず途中で被保険者記録が空白になっ

ていることに納得できないので、申立期間を厚生年金保険の被保険者期間

として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   Ａ社が保管する人事記録、雇用保険の被保険者記録及び申立人の供述から判

断すると、申立人は、同社に継続して勤務し（Ａ社本社から同社Ｂ支店に異

動）、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていた

ことが認められる。 

   なお、Ａ社Ｂ支店への異動日については、申立人が「昭和48年３月下旬には

Ａ社Ｂ支店に異動したと思う。」と供述しており、Ａ社及び同社Ｂ支店に係る

健康保険厚生年金保険被保険者名簿により、同社同支店において厚生年金保険

被保険者の資格を取得している複数の者の資格取得日が、直前に勤務した同社

関連事業所における資格喪失日と異なっており、同支店が必ずしも従業員の異

動日を資格取得日として加入手続を行っていなかったことがうかがえることか



  

ら、昭和48年３月21日とすることが妥当である。 

また、申立期間の標準報酬月額については、申立人のＡ社Ｂ支店における

昭和48年４月の健康保険厚生年金保険被保険者名簿の記録から、６万円とする

ことが妥当である。 

なお、事業主が申立人の申立期間に係る厚生年金保険料を納付する義務を

履行したか否かについて、事業主は「当時の資料が保管されておらず不明。」

としており、これを確認できる関連資料、周辺事情は無いことから、明らかで

ないと判断せざるを得ない。 

また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事業

主が申立てどおりの被保険者資格の取得日に係る届出を社会保険事務所に対し

て行ったか否かについては、これを確認できる関連資料及び周辺事情が無いこ

とから、行ったとは認められない。 



  

福岡厚生年金 事案 2076 

 

第１ 委員会の結論 

申立人のＡ社（現在は、Ｂ社）Ｃ事業所における資格取得日は昭和 19 年 12

月９日であると認められることから、申立期間に係る厚生年金保険被保険者資

格取得日を訂正することが必要である。 

なお、申立期間の標準報酬月額については、１万円とすることが妥当であ

る。 

     

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男（死亡） 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 大正 13年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 19年 12月９日から 24年１月１日まで 

Ａ社Ｃ事業所に勤務していた申立期間に係る厚生年金保険の被保険者記録

が確認できない。在職証明書もあり、昭和 19 年 12 月９日から申立事業所

に勤務していたことは事実であるので、申立期間を厚生年金保険の被保険

者期間として認めてほしい。 

（注）申立ては、申立人の子が、死亡した申立人の年金記録の訂正を求めて

行ったものである。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ｂ社が提出した申立人の従業員台帳から判断すると、申立人が申立期間に

おいて正社員として、Ａ社Ｃ事業所に勤務していたものと認められる。 

また、申立人に係る厚生年金保険被保険者記号番号払出簿において、申立

人と同じ頁に記載されている 25人のうち申立人を含む 23人の被保険者記号番

号払出日は、昭和 24 年１月１日となっているが、残りの二人の払出日は、同

日より前の日付にさかのぼって訂正されていることが確認できる。 

さらに、申立事業所に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿から、前述

の 23 人のうち、８人については、当該被保険者記号番号払出簿に基づく被保

険者記号番号払出日である昭和 24 年１月１日より前の日付で、別途、申立事

業所に係る被保険者記号番号が払い出されていることが確認できる。 

加えて、前述の 25 人のうち、上記８人及び申立人と同時期に厚生年金保険

被保険者の資格を喪失している３人（申立人を含む。）を除く、14 人のうち



  

13 人は、申立人が厚生年金保険被保険者の資格を喪失した後も申立事業所に

おいて継続して勤務していることが確認できるところ、当該 13 人は、申立人

が資格を喪失した昭和 29 年８月２日後に更改された健康保険厚生年金保険被

保険者名簿において、当初記録されていた厚生年金保険被保険者資格の取得日

が、同日より前の日付にさかのぼって訂正されており、申立期間当時の同僚に

ついては、Ｂ社が保管している従業員台帳に記載された正社員としての採用日

と、厚生年金保険被保険者資格取得日は一致していることが確認できる。 

このことについて、年金事務所では、「Ａ社Ｃ事業所に係る厚生年金保険

被保険者記号番号払出簿等において厚生年金保険被保険者資格の取得日の訂正

等が散見されることから、当時の記録整備時になんらかの事情があったものと

思われるが、当時の関係資料等は残っておらず、原因は明らかでない。」と回

答しており、Ｂ社では、「申立人の従業員台帳から、申立人が申立期間におい

て正社員として継続して勤務していたことは確認できる。一般的には、正社員

であれば、採用日から厚生年金保険に加入させているが、申立人の採用日と厚

生年金保険被保険者資格の取得日が相違している理由については分からな

い。」と回答している。 

これらを総合的に判断すると、事業主は、申立人が昭和 19 年 12 月９日に

申立事業所における厚生年金保険被保険者の資格を取得した旨の届出を社会保

険事務所（当時）に対し行ったことが認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、厚生年金保険法及び船員保険

法の一部を改正する法律（昭和44年法律第78号）附則第３条の規定に準じ、１

万円とすることが妥当である。 



  

福岡厚生年金 事案 2077 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されて

いたことが認められることから、申立人のＡ社Ｂ工場（現在は、Ｃ社Ｄ事業

所）における資格取得日に係る記録を昭和 40年 12月２日に訂正し、申立期間

の標準報酬月額を６万円とすることが必要である。 

なお、事業主が申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を

履行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男（死亡） 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 大正８年生 

    住    所 ：          

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 40年 12月２日から 41年２月１日まで 

Ａ社に勤務していた申立期間に係る厚生年金保険の被保険者記録が確認で

きない。同社に継続して勤務していたことは事実であるので、申立期間を

厚生年金保険の被保険者期間として認めてほしい。 

（注）申立ては、申立人の妻が、死亡した申立人の年金記録の訂正を求めて

行ったものである。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ｃ社Ｄ事業所が提出した申立人の人事記録、辞令及び失業保険被保険者転

入届受理通知書から判断すると、申立人がＡ社に継続して勤務し（昭和 40 年

12 月２日にＡ社本社から同社Ｂ工場に異動）、申立期間に係る厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたことが認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、申立人のＡ社Ｂ工場における

昭和 41 年２月の健康保険厚生年金保険被保険者名簿から、６万円とすること

が妥当である。 

なお、事業主が申立人に係る厚生年金保険料を納付する義務を履行したか

否かについては、事業主は当時の関係資料を保存しておらず不明としており、

このほかに確認できる関連資料及び周辺事情が無いことから、明らかでないと

判断せざるを得ない。 

また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事業

主が申立てどおりの被保険者資格の取得日に係る届出を社会保険事務所（当

時）に対して行ったか否かについては、これを確認できる関連資料及び周辺事

情が無いことから、行ったとは認められない。 

 



  

福岡国民年金 事案 1979 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 40 年 12 月から 50 年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

   

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女   

    基礎年金番号 ：    

    生 年 月 日 ： 昭和 16年生   

    住    所 ：    

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 40年 12月から 50年３月まで 

申立期間当時は、前の会社を退職後、再就職した時期であるが、就職し

た会社が厚生年金保険の適用を受けていなかったので、Ａ市役所に出向き、

国民年金への切替手続を行い、以降の国民年金保険料を納付してきた。 

結婚で会社を退職したが、その後も保険料は継続して納付してきた。 

領収書は、結婚や引っ越しの際に無くしてしまったが、申立期間の保険料

が未納とされていることに納得がいかない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、昭和 40 年 12 月ごろに国民年金への切替えを行ったと申し立て

ているところ、Ａ市役所が保管する国民年金手帳記号番号払出簿及び国民年金

被保険者記録（電子記録）により、申立人に係る国民年金手帳記号番号は、同

市において平成８年７月３日に払い出され、申立期間の国民年金被保険者の資

格取得及び資格喪失に係る届出日が共に同日であることが確認できることから、

申立人は、同日に初めて国民年金に加入したものと推認され、当該時点におい

ては、申立期間は時効により国民年金保険料を納付できない期間であり、申立

人に別の国民年金手帳記号番号が払い出されていたことをうかがわせる事情も

見当たらない。 

また、申立人が申立期間に係る国民年金保険料を納付していたことを示す

関連資料（家計簿、確定申告書等）は無く、ほかに申立期間の保険料を納付し

ていたことをうかがわせる事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めること

はできない。 



  

福岡国民年金 事案 1980 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 47 年５月から 48 年３月までの期間及び平成８年４月から 10

年２月までの期間の国民年金保険料については、納付していたものと認めるこ

とはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男   

    基礎年金番号 ：    

    生 年 月 日 ： 昭和 20年生   

    住    所 ：    

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ：  ① 昭和 47年５月から 48年３月まで 

② 平成８年４月から 10年２月まで  

国民年金の加入手続は、昭和 47 年５月ごろ夫婦で出向いてＡ区役所で

行った。申立期間①当時は、同区で商店を経営し、営業成績も順調で、同

年＊月の結婚式も有名式場で行った時期だった。 

妻も昭和 47年度及び 48年度に国民年金保険料をＡ区役所が発行した納付

書により納付しているので、私が未納であるはずはない。 

申立期間②当時は、居住していた地区に隣組 25 戸があり、その中に同姓

同名の人がいて、郵便物の誤配送は日常的なことであった。 

その人は、個人で商店を経営し、兼業で農業もしていたので、国民年金に

加入していたと思うが、その当時、私の国民年金保険料は農業協同組合の

口座からの引き落しで、その人も同様の方法で支払をしていたと思うので、

口座引き落とし時にミスがあったのではないかと思う。 

申立期間の国民年金保険料が未納とされていることに納得できない。 

   

第３ 委員会の判断の理由 

国民年金手帳記号番号払出簿により、申立人の国民年金手帳記号番号は、

昭和 49 年５月に申立人の妻と連番で払い出されていることが確認でき、この

時点において、申立期間①は、現年度納付の納期限を経過していることから、

Ａ区役所が発行する納付書によっては国民年金保険料を納付できない上、申立

人に保険料を一括して納付したとの主張も無く、申立人に別の国民年金手帳記

号番号が払い出されたことをうかがわせる事情も見当たらない。 

また、申立人及びその妻の国民年金保険料は、オンライン記録により、確



  

認できる昭和 60年４月から平成７年 12月まで、いずれも同一日に納付されて

いることが確認できることから、申立人及びその妻の納付行動は基本的に同一

であったと認められるところ、この直後に当たる申立期間②における申立人の

妻の保険料も未納の記録となっている。 

さらに、申立期間②について、申立人は、居住していた地区において、同

姓同名の者が存在していたことから、申立人の納付した国民年金保険料を誤っ

て当該同姓同名の者の記録とされていた可能性がある旨を主張しているところ、

当該同姓同名の者は昭和 59 年に死亡していることから、申立人の納付した国

民年金保険料を誤って同人の納付記録とするとは考え難い。 

加えて、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関

連資料(家計簿、確定申告書等)は無く、ほかに申立期間の国民年金保険料を納

付していたことをうかがわせる事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めること

はできない。 



  

福岡国民年金 事案 1981 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 59 年４月から 60 年３月までの国民年金保険料については、

免除されていたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 26年生 

住    所 ：  

              

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 59年４月から 60年３月まで 

私と夫は、申立期間について国民年金の申請免除を行ったところ、夫婦と

も免除が認められる旨の通知を受けたがその通知は紛失してしまった。申

立期間の納付状況を確認すると、夫は保険料の免除が認められているのに、

私は免除ではなく未納とされている。そこで、国民年金の納付記録確認の

照会を行ったが、申請免除の事実が確認できないとの回答であった。 

私は、申立期間について申請免除を行ったのは間違いないので、申立期間

が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人の国民年金手帳記号番号は、昭和 60 年６月に、Ａ市の職権で払い出

されており、この時点では、申立期間について、さかのぼって申請免除を行う

ことはできない上、同市の国民年金被保険者名簿には、同年７月に申請免除の

手続が行われ、同年４月にさかのぼって免除されていることが確認できる。 

また、申立人の夫については、同市の国民年金被保険者名簿により、昭和

59 年 11 月に国民年金手帳記号番号が払い出され、同年 12 月に申請免除の手

続が行われ、同年４月にさかのぼって免除適用されていることが確認できると

ころ、同市では、昭和 59 年度は当時 34 歳及び 35 歳の国民年金未加入者に対

し、翌 60 年度は 28 歳から 35 歳の国民年金未加入者に対し職権で加入手続を

行っていたとしており、申立人及びその夫の当時の年齢から、申立人の夫につ

いては 59年度、申立人については 60年度に国民年金の加入手続が行われたと

考えられ、その結果、申立期間については、申立人の夫のみが免除とされ、申

立人は国民年金に未加入のため免除申請ができなかったものと考えられる。 

さらに、申立人が申立期間の国民年金保険料を免除されていたことを示す



  

関連資料（日記等）が無く、ほかに申立期間の国民年金保険料を免除されてい

たことをうかがわせる事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を免除されていたものと認めるこ

とはできない。 



  

福岡国民年金 事案 1982 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 41 年５月から 45 年９月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

また、昭和 45 年 10 月から 47 年１月までの国民年金保険料については、重

複して納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 21年生 

    住    所 ：  

          

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 41年５月から 45年９月まで 

             ② 昭和 45年 10月から 47年１月まで 

平成 21 年 1 月に母が死去した際に、各種届出のため出向いたＡ町役場で、

私の国民年金保険料の納付状況を確認したところ、20 歳になった昭和 41 年

＊月に国民年金に加入しているものの、45 年９月までの保険料は未納であ

るとの回答を受けた。 

自分で国民年金の加入手続を行った昭和 47年 11月時点では、自分は過去

に国民年金保険料の納付記録はないと思っていたので、45 年 10 月から 47

年３月までの国民年金保険料をさかのぼって納付した。 

ところが、姉と妹は、20 歳から国民年金に加入し、結婚時に母から年金

手帳を渡されたと言っており、私の保険料だけが納付されていないはずが

ない。20 歳になった昭和 41 年＊月から結婚する前の 47 年１月までは、亡

くなった父が私の分も姉妹と同様に納めているはずだ。 

なお、昭和 45 年 10 月から 47 年１月までは二重に国民年金保険料を納付

していることになると思う。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間①については、申立人の国民年金手帳記号番号は、昭和 47 年 11

月に払い出されており、それ以前に別の国民年金手帳記号番号が払い出されて

いたことをうかがわせる事情は見当たらず、国民年金手帳記号番号が払い出さ

れた時点では、当該期間は時効のため、さかのぼって納付することもできない

期間である。 



  

また、申立期間②については、申立人が所持する領収証書により、国民年

金手帳記号番号が払い出された昭和 47年 11月に、当該期間の国民年金保険料

を過年度納付していることが確認できるが、上記のとおり、申立人の国民年金

手帳記号番号は 47年 11月に払い出されていることから、申立人の父親は当該

期間の国民年金保険料を納付することはできなかったと考えられる。 

さらに、申立人は、申立人の姉妹は 20 歳から結婚するまでの期間、申立人

の父親が国民年金保険料を納付していたと供述しているが、申立人の姉は 29

歳、妹は 25 歳の時に国民年金手帳記号番号が払い出されている上、申立人の

姉は 20 歳から婚姻するまで国民年金保険料は未納、妹は 20 歳から 23 歳まで

の保険料は特例納付されているなど、申立人の姉妹共に 20 歳から国民年金保

険料が現年度納付された形跡は見当たらない。 

加えて、申立人の父親が申立期間①及び②の国民年金保険料を納付してい

たことを示す関連資料（日記、家計簿等）が無い上、申立人自身は国民年金の

加入手続及び保険料納付に関与しておらず、申立期間における国民年金の加入

状況、保険料の納付状況等が不明であり、ほかに申立人が申立期間の国民年金

保険料を納付していたことをうかがわせる事情は見当たらない。 

 これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断す

ると、申立人が昭和 41年５月から 45年９月までの国民年金保険料を納付して

いたものと認めることはできない。 

また、申立人が昭和 45 年 10 月から 47 年１月までの国民年金保険料を重複

して納付していたものと認めることはできない。 



  

福岡国民年金 事案 1983 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 61 年７月から 62 年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等  

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 34年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 61年７月から 62年３月まで 

昭和 61 年７月 27日にＡ社を退職後、日本全国を放浪した。この退職の日

付が年金手帳に初めて国民年金被保険者となった日として記載されている

ので、何らかの方法で国民年金への加入手続を行ったものと思われる。 

旅から帰ってくると、自宅に税金など含む沢山の請求書の 類
たぐい

が届いてい

た。昭和 62 年４月に新しく就職することになったＢ社に入社する前に、そ

れらをすべて一つ残らず支払いに行ったことは確かに記憶があり、申立期

間の国民年金保険料についても納めたと考えられるので、納付したものと

認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人の国民年金手帳記号番号は、平成５年６月にＣ社会保険事務所（当

時）からＤ郡Ｅ町に交付され、６年４月に同町から申立人に払い出されている

ことが推認できる。 

また、申立人は、申立人が所持している年金手帳に、「初めて国民年金の

被保険者となった日」が昭和 61年７月 27日と記載されていることから、この

日が加入手続を行った日だと供述しているが、申立人に上記以外の国民年金手

帳記号番号が払い出されていたことをうかがわせる事情は見当たらず、国民年

金手帳記号番号が払い出された平成６年４月時点で、昭和 61 年７月にさかの

ぼって国民年金第１号被保険者資格を取得したものと考えられることから、申

立人が申立期間の国民年金保険料を納付したと供述する 62 年には、申立人は

国民年金に未加入のため、国民年金保険料の納付書が発行されておらず、保険

料を納付することはできなかったと考えられる。 

さらに、申立人の国民年金手帳記号番号が払い出された平成６年４月の時



  

点では、申立期間は時効のため、国民年金保険料をさかのぼって納付すること

もできない期間である上、申立期間に係る国民年金の加入手続、納付金額等に

ついて申立人の記憶は定かではなく、国民年金の加入状況等が不明である。 

加えて、申立人が国民年金保険料を納付していたことを示す関連資料（家

計簿、日記等）が無く、ほかに申立期間の国民年金保険料を納付していたこと

をうかがわせる事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めること

はできない。 



  

福岡国民年金 事案 1984 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 40 年２月から 43 年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 20年生 

住    所 ：  

              

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 40年２月から 43年３月まで 

私の国民年金保険料納付記録によると昭和 40年２月から 43 年３月までの

期間の保険料が未納となっている。それに国民年金手帳記号番号は、43 年

８月に払い出されたとのことだが、所有している国民年金手帳には、手帳

発行年月日が記載されていないのに 43 年８月に払い出されたとすることは

納得し難い。 

また、申立期間当時、母が、私と姉の国民年金保険料を代わりに納付し

てくれていたが、提出した昭和 42 年度の印紙検認台帳を見てもらうと分か

るようにＡ市の割印があり保険料を納付したことになっている。 

国民年金保険料を納付したことは間違いないので、記録訂正をしてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

国民年金手帳記号番号払出簿により、申立人の国民年金手帳記号番号は、

昭和 43 年８月に払い出されたことが確認され、それ以前に別の同手帳記号番

号が払い出されていたことをうかがわせる事情は見当たらず、同手帳記号番号

が払い出された時点では、申立期間のうち 40年２月から 41年６月までの期間

は、時効のため保険料をさかのぼって納付することもできない期間である。 

また、申立人は、申立期間について、申立人の母親が申立人及びその姉の

国民年金保険料を納付していたと供述しているものの、オンライン記録では、

申立人の姉は申立期間当時、国民年金の未加入期間とされ、国民年金保険料が

納付されていたことは確認できない。 

さらに、国民年金手帳の印紙検認欄の割印は、国民年金保険料の納付の有

無にかかわらず年度末に押されるものであり、割印が押されていることをもっ

て国民年金保険料が納付されたとは言い難い。 



  

加えて、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関

連資料（家計簿、日記等）が無い上、国民年金への加入手続及び保険料の納付

に関する申立人の記憶は定かではなく、ほかに申立期間の国民年金保険料を納

付していたことをうかがわせる事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めること

はできない。 



  

福岡国民年金 事案 1985 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の平成８年４月から９年２月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等  

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 38年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成８年４月から９年２月まで 

平成８年４月に失職した後、国民年金に加入するための書類が自宅に届

いたが、無職であったため加入しなかった。 

平成９年３月から次の会社に勤めることが内定したので、同年２月に手

元の現金を母に預けて、Ａ社会保険事務所（当時）で申立期間の国民年金

保険料を納付してもらった。手帳の交付は受けていないと思う。申立期間

の国民年金保険料を納付していたものと認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が平成９年３月にＢ社Ｃ支店に雇用された際に付番された基礎年金

番号は、申立人が昭和 56 年４月にＤ社に就職した際に交付され、その後の転

職においても引き継がれてきた厚生年金保険被保険者記号番号が当てられてお

り、この基礎年金番号に国民年金手帳記号番号が統合された記録及び申立人に

別の国民年金手帳記号番号が払い出されていたことをうかがわせる事情は見当

たらない。 

また、Ｅ市役所では、申立人が平成８年４月に失職した後に、国民年金の

第２号被保険者から第１号被保険者への種別変更の届出が行われた形跡は見当

たらないとしていることから、申立期間は国民年金の未加入期間となり、申立

人は申立期間の国民年金保険料を納付することはできなかったと考えられる。 

さらに、申立人がまとめて納付したとする国民年金保険料額は、申立期間

に納付すべき保険料額と乖離
か い り

しているなど、申立人の申立期間に係る納付状況

についての記憶は定かではない上、申立人が国民年金保険料を納付していたこ

とを示す関連資料（家計簿、日記等）が無く、ほかに申立期間の国民年金保険

料を納付していたことをうかがわせる事情は見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めること

はできない。 



  

福岡国民年金 事案 1986 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 54 年４月から 58 年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 33年生 

住    所 ：  

              

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 54年４月から 58年３月まで 

私は、昭和 55 年に結婚した。申立期間を見ると、夫及び同居していた義

父母の３人は国民年金保険料を納めているのに、私だけが保険料を納めて

いないことになっている。 

申立期間当時、納付組合の区長が毎月 25 日ごろ町内の公民館で集金額を

書いた封筒を持参し現金で集金していた。なお、国民年金の集金は数か月

に一度であったかもしれない。 

また、申立期間のうち結婚するまでの期間の国民年金保険料については、

昭和 55 年６月ごろ、夫が役場に行って役場内にある金融機関で現金で納め

たと話したことを憶
おぼ

えている。 

私が、申立期間について国民年金の保険料を納付したのは間違いないので、

申立期間の納付記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人の国民年金手帳記号番号は、昭和 58 年５月に払い出されたことが推

認され、それ以前に別の国民年金手帳記号番号が払い出されていたことをうか

がわせる事情は見当たらず、同手帳記号番号が払い出された時点では、申立期

間のうち 54年４月から 56年３月までの期間は、時効のため国民年金保険料を

さかのぼって納付することもできない期間である。 

また、Ａ市では、納付組合は現年度の国民年金保険料のみを収納し、過年

度保険料の収納は行っていなかったとしていることから、申立人が国民年金保

険料の納付を始めた時期は、国民年金手帳記号番号が払い出された昭和 58 年

度以降と考えられる。 

さらに、申立人は、昭和 55 年６月ごろ、申立人の夫が申立人の婚姻前に未

納となっていた国民年金保険料を一括して納付したと供述しているものの、申



  

立人の夫の、当該期間に係る納付方法や納付金額等についての記憶が定かでは

なく、保険料の納付状況等が不明であるとともに、上記のとおり、申立人の国

民年金手帳記号番号は 58 年５月に払い出されたと推認されることから、55 年

６月ごろには、申立人の夫は申立人の未納とされている期間のうち、結婚まで

の期間（昭和 54年４月から 55年３月ごろまで）の保険料を納付することはで

きなかったと考えられる。 

加えて、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関

連資料（家計簿、日記等）が無い上、国民年金への加入手続及び保険料の納付

に関する申立人の記憶は定かではなく、ほかに申立人が申立期間の国民年金保

険料を納付していたことをうかがわせる事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めること

はできない。 



  

福岡国民年金 事案 1987 （事案 1315の再申立て） 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 39 年４月から 44年３月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男   

    基礎年金番号 ：    

    生 年 月 日 ： 昭和７年生   

    住    所 ：    

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 39年４月から 44年３月まで 

申立期間については、平成 21 年６月５日付けで年金記録の訂正が必要と

までは言えない旨の通知を受け取った。しかし、申立期間の国民年金保険

料については、妻が銀行で納付したことは間違いない。今回、新たな資料

として領収書が見つかったため、再度の審議をお願いしたい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

 申立期間に係る申立てについては、ⅰ）申立人が所持する国民年金手帳によ

ると、申立期間のうち昭和 42年４月から 44年３月までの検認欄に国民年金保

険料を納付したとする検認印が無く、当該保険料を納付した事実は確認できな

いこと、ⅱ）Ａ市は金融機関における国民年金保険料の収納業務を 48 年４月

から開始していることが確認でき、申立期間の国民年金保険料は、銀行等の金

融機関で納付できなかったと考えられること、ⅲ）申立人及びその妻の国民年

金手帳記号番号が 41年 12月１日に連番で払い出されていることが確認でき、

この時点では、申立期間のうち 39 年４月から同年９月までの期間は時効によ

り国民年金保険料を納付することができない期間である上、申立人に別の国民

年金手帳記号番号が払い出されていたことをうかがわせる事情も見当たらない

ことなどとして、既に当委員会の決定に基づき平成 21 年６月５日付けで年金

記録の訂正が必要とまでは言えないとする通知が行われている。  

今回、申立人は、国民年金保険料の納付を示す資料として新たに昭和 45 年

９月から同年 12 月までの期間、50 年５月から 51 年３月までの期間及び 52 年

４月から 53 年３月までの期間の領収書を提出したが、当該領収書では申立期

間の保険料を納付したことを示す記載は見当たらず、その他に委員会の当初の

決定を変更すべき新たな事情は見当たらないことから、申立人は、申立期間の

国民年金保険料を納付していたものと認めることはできない。 



  

福岡国民年金 事案 1988 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 37年７月から 43年１月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男   

基礎年金番号 ：    

生 年 月 日 ： 昭和 17年生   

住    所 ：    

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 37年７月から 43年１月まで 

 昭和 37 年４月から父親経営のＡ商店の仕事に従事しながら大学へ進学し

たが、当時、私と同じように家業に従事していた４歳違いの弟の国民年金

保険料は 20歳から納付済みである。 

国民年金保険料をどのように納付していたのか記憶に無いが、経済的な

ことはすべて両親が行っており、私の申立期間の保険料は亡くなった父親

が納付していたと思うので、申立期間の保険料が未納とされていることに

納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人とその弟の国民年金手帳記号番号は連番で、国民年金被保険者台帳

により、昭和 42年６月 30日に払い出されていることが確認でき、この時点で

は、申立期間のうち、40 年３月以前の期間については、時効により国民年金

保険料を納付できない上、申立人に別の国民年金手帳記号番号が払い出されて

いたことをうかがわせる事情も見当たらない。 

また、当該被保険者台帳の記録に、申立人の弟は、結婚後の昭和 50 年６月

14 日に第２回特例納付により、41 年 11 月から 45 年３月までの期間及び 46

年４月から 47 年３月までの期間の国民年金保険料をさかのぼって納付したこ

とが確認できることから、特例納付が行われるまでの申立期間の保険料は、

申立人と同様に未納であったものと推認できる。 

さらに、申立人自身は保険料の納付に関与しておらず、申立人の申立期間

に係る保険料を納付していたとする父親は既に亡くなっているため、申立期

間の保険料の納付状況等が不明である上、申立人の父親が申立人の申立期間

に係る国民年金保険料の納付を行っていたことを示す関連資料（家計簿、確



  

定申告書等）は無く、ほかに申立期間の国民年金保険料を納付していたこと

をうかがわせる事情は見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めること

はできない。 



  

福岡厚生年金 事案 2078 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めること

はできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女   

    基礎年金番号 ：    

    生 年 月 日 ： 昭和 15年生   

    住    所 ：    

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 30年８月６日から 37年 12月 21日まで  

申立期間当時、結婚のためにＡ社を退職し、Ｂ市からＣ市に転居したが、

私は夫及びその母と同居し、夫の給料のみで生活していたので、大変だっ

たことを記憶しており、その後、子供が生まれたため、なお一層大変な思

いをした。 

脱退手当金の支給については、平成 16年 12月２日に社会保険事務所（当

時）で初めて知ったが、脱退手当金をもらった記憶もなく、次に勤めた時

に厚生年金保険の加入が継続すると思っていたため、脱退手当金を受け

取っていないので、申立期間に係る脱退手当金の支給記録を訂正してほし

い。 

   

第３ 委員会の判断の理由 

申立人のＡ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者原票の備考欄には、脱

退手当金が支給されたことを意味する「脱」の表示がなされているとともに、

脱退手当金の支給額には計算上の誤りは無く、申立人の厚生年金保険被保険者

台帳(旧台帳)には、厚生省(当時)が脱退手当金の裁定のために当該脱退手当金

の裁定庁に回答した日（昭和 38年３月 29日）と推認できる記載があるなど、

一連の事務処理に不自然さはうかがえない。 

また、オンライン記録によれば、申立人は昭和 37 年 12 月 21 日にＡ社にお

ける厚生年金保険被保険者の資格を喪失してから、結婚するまでの期間は国民

年金の強制加入期間であるにもかかわらず、結婚後数年経過した 42 年６月に

任意加入するまでの間、国民年金に加入していないなど、同社の退職時におい

て、将来、年金を受給する明確な意思を有していたとは考え難い。 

さらに、申立人から聴取しても脱退手当金を受給した記憶が無いというほ

かに、脱退手当金を受給していないことをうかがわせる事情は見当たらない。 

これらの理由及びその他の事情など総合的に判断すると、申立人は、申立

期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 

 



  

福岡厚生年金 事案 2079 （事案 1280の再申立て） 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女   

    基礎年金番号 ：    

    生 年 月 日 ： 昭和 11年生   

    住    所 ：    

 

  ２ 申立内容の要旨 

  申 立 期 間 ： 昭和 53年９月１日から 55年８月１日まで 

Ａ社（後に、Ｂ社に社名変更）に昭和 50 年 11 月から 60 年３月までの 10

年間勤務し、忌引きを除いて皆勤だったと思うが、申立期間について厚生

年金保険の被保険者記録が空白になっていたので、平成 20 年７月９日に年

金記録確認第三者委員会に申立てを行ったが、失業給付の受給記録がある

などの理由で記録訂正に至らなかった。 

しかし、新たに申立期間当時に在職中であった同僚の名前を思い出したの

で再調査の上、厚生年金保険の被保険者記録として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間に係る申立てについては、Ａ社に係る健康保険厚生年金保険被保

険者名簿によれば、申立人は、昭和 50年 11月２日に厚生年金保険被保険者資

格を取得した後、53 年９月１日に同資格を喪失しており、当該被保険者資格

喪失届が同年９月４日に提出されたことを示す記載があり、雇用保険の被保険

者記録と一致すること、同年９月１日に雇用保険の被保険者資格を喪失した後、

離職票が交付されたこと、及び失業給付の受給記録が確認できることなどから、

既に当委員会の決定に基づき平成 21年８月 26日付けで年金記録の訂正が必要

とまでは言えないとする通知が行われている。 

今回、申立人は、申立期間当時申立人が継続して勤務していたことが確認

できる同僚の名前を新たに思い出したとして再度申立てを行っているが、申

立人は、前回申立時においても当該同僚の名前を挙げており、当該同僚が勤

務していたとする別の事業所に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿によ

り、申立期間のうち、昭和 55 年１月までの期間において同事業所における厚

生年金保険の被保険者となっていることが確認できることから判断すると、

当該事実は、当委員会の当初の決定を変更すべき新たな事情とは認められず、

その他に委員会の当初の決定を変更すべき新たな事情は見当たらないことか

ら、申立人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 



  

福岡厚生年金 事案 2080 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者としてその主張する

標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていた

と認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女   

    基礎年金番号 ：    

    生 年 月 日 ： 昭和４年生   

    住    所 ：    

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 41年４月５日から 58年 10月 12日まで 

Ａ事業所事務所に勤務していた当時の標準報酬月額が、私が記憶している

給与額より低い。申立期間の標準報酬月額の記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、「Ａ事業所を退職するころの給与は、月額二十数万円で、残業

が多い時には30万円を超えていた。」として、申立期間の標準報酬月額の記録

の訂正を申し立てている。 

しかしながら、Ａ事業所に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿による

と、当該事業所は、既に厚生年金保険の適用事業所に該当しなくなっており、

事業主及び事務担当者であったとされる者も既に死亡していることから供述

を得ることができない。 

また、上述の被保険者名簿の記録とオンライン記録は一致している上、申

立人の標準報酬月額がさかのぼって引き下げられているなどの不自然な点は確

認できず、オンライン記録により、昭和 41 年に同事業所において被保険者資

格を取得した者（すべて女性）に係る標準報酬月額も申立人とおおむね同額又

はやや低額で推移していることが確認できる。 

さらに、申立人が、申立期間において、その主張する標準報酬月額に基づ

く厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことを確認できる

給与明細書等の資料は無く、このほか、申立人の申立期間における厚生年金

保険料の控除について確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これら事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が、申立期間について、厚生年金保険被保険者としてその主張する標準報

酬月額に基づく厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたと認め

ることはできない。 



  

福岡厚生年金 事案 2081 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男   

基礎年金番号 ：   

生 年 月 日 ： 昭和５年生   

住    所 ：    

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 21年ごろから 22年ごろまで 

昭和 21 年ごろから 22年ごろにかけて、父と一緒にＡ社に勤務していた。

60 年以上前のことであり、同僚の名前は記憶していないが、勤務していた

ことは間違いないので、申立期間を厚生年金保険の被保険者期間として認

めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、同僚の名前を記憶していない上、申立期間当時、Ａ社に係る健

康保険厚生年金保険被保険者名簿に被保険者記録が確認できる複数の者に聴取

しても、申立人については記憶が無いと供述しており、申立人が申立期間にお

いて申立事業所に勤務していたことを確認できる供述を得ることができない。 

また、厚生年金保険適用事業所名簿によれば、当該事業所は、既に厚生年

金保険の適用事業所に該当しなくなっており、当時の事業主も既に死亡してい

ることから、申立期間における申立人の勤務実態、厚生年金保険の加入及び厚

生年金保険料の控除等について確認することができない。 

さらに、Ａ社及び申立事業所と同一の事業主が経営する複数の関連事業所

に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿では、申立人及び一緒に勤務してい

たとする申立人の父親の厚生年金保険の被保険者記録は確認できない上、当該

被保険者名簿において、申立期間における健康保険の整理番号に欠番が無いこ

とから、申立人及び申立人の父親の記録が欠落したものとは考え難い。 

加えて、申立人が申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から

控除されていたことを確認できる給与明細書等の資料は無い。 

なお、申立人は、申立事業所から健康保険被保険者証を交付されたことは

無いと供述している。 



  

このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確認

できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これら事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事業主に

より給与から控除されていたと認めることはできない。 



  

福岡厚生年金 事案 2082 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和４年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 55年 11月１日から 63年７月１日まで              

社会保険事務所（当時）の記録では、私が代表取締役を務めるＡ社（申立

期間中の昭和 62 年７月１日にＢ社へ名称変更）が、昭和 55 年 11 月 1 日に

厚生年金保険の適用事業所に該当しなくなり、63 年７月１日にＢ社として

新たに適用事業所に該当することとなっており、私の厚生年金保険の被保

険者記録も、会社の厚生年金保険への適用状況と同様に、55 年 11 月１日に

厚生年金保険被保険者の資格を喪失し、63 年７月１日に同資格を再度取得

している。事業所名称については、62 年７月１日にＡ社からＢ社へ変更し

たものの、事業活動は継続しており、私は健康保険厚生年金保険適用事業

所全喪届及び同新規適用届を提出した記憶は無いので、申立期間を厚生年

金保険の被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

元従業員二人の供述及び法人登記の記録などから判断して、申立期間にお

いて、申立人が代表取締役を務めるＡ社は事業活動を継続しており、申立人は

同社に継続して勤務していたと推認できる。 

しかしながら、適用事業所名簿においては、申立期間の始期である昭和 55

年 11 月１日にＡ社は厚生年金保険の適用事業所に該当しなくなり、申立期間

の終期である 63 年７月１日にＢ社が新たに適用事業所に該当することとなっ

ており、申立期間において、両事業所は厚生年金保険の適用事業所ではないこ

とが確認できる。 

また、Ａ社の厚生年金保険の被保険者数は、同社に係る健康保険厚生年金

保険被保険者名簿によれば、同社が適用事業所に該当していた全期間を通じて

申立人を含め４人だけであり、全員が昭和 55 年７月１日に厚生年金保険被保



  

険者の資格を取得し、同年 11 月１日に同被保険者の資格を喪失している旨記

録されており、これらの記録は各人のオンライン記録とも一致する上、当該被

保険者名簿では、同社が適用事業所に該当しなくなった同年 11 月１日以降、

申立期間に行われるべき定時決定の記載も一切無いことから判断すると、さか

のぼって適用事業所に該当しなくなる処理を行うなどの、社会保険事務所にお

ける不自然な事務処理は認められない。 

さらに、申立人は、社会保険関係の事務手続は事業主である申立人が行っ

ていたと供述しているが、申立期間は７年以上にわたっており、この間、毎月

の厚生年金保険料の納付並びに少なくとも７回の健康保険厚生年金保険被保険

者報酬月額算定基礎届及びこれに基づく定時決定の機会があったと考えられ、

これらの機会のすべてにおいて社会保険事務所と事業主である申立人との間で

厚生年金保険の加入についての認識が異なっていたとは考え難い。 

加えて、申立期間当時の従業員数は５人未満のため法人として強制適用事

業所ではなかったところ、前述の元従業員の一人が、「申立期間、特に申立期

間の始期当時、経営は大変厳しかった。」と供述している上、Ｂ社が厚生年金

保険の適用事業所に該当することとなった昭和 63 年７月１日の２か月前であ

る同年５月１日に雇用保険の適用事業所に該当していることが確認できること

などから判断すると、事業主である申立人が、社会保険事務所の記録どおりに

健康保険厚生年金保険適用事業所全喪届及び同新規適用届を提出していたとし

ても不自然ではない。 

また、事業主である申立人は、平成 18 年ごろに事業譲渡する際、すべての

資料を破棄したと供述していることもあり、申立期間に係る厚生年金保険料が

給与から控除されていたことを確認できる給与明細書等の資料及び法人として

厚生年金保険料を社会保険事務所に納付していたことを確認できる領収書等の

資料を所持しておらず、このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料

の控除及び法人としての同保険料納付について確認できる関連資料及び周辺事

情は見当たらない。 

 これら事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立

人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を給与から控

除されていたと認めることはできない。 



  

福岡厚生年金 事案 2083 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 12年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 42年 12月 22日から 43年６月１日まで 

      ② 昭和 43年７月 21日から同年８月 21日まで 

Ａ社に入社して、住み込みで勤務していた。１年程度勤務していたにも

かかわらず厚生年金保険の被保険者期間が１か月間しか確認できない。勤

務していたのは間違いないので、申立期間を厚生年金保険の被保険者期間

として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、Ａ社に住み込みで勤務していたと主張しているところ、改製原

戸籍の附票に記載されている住所の変遷の記録により、両申立期間において同

事業所の所在地に住所を定めていたことが確認できること、及び同僚二人の供

述から判断すると、勤務期間の特定はできないものの、両申立期間において、

申立人が同事業所に勤務していたことはうかがえる。 

しかしながら、Ａ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿では、申立

人については昭和 43 年６月１日に厚生年金保険被保険者の資格を取得し、同

年７月 21 日に同資格を喪失した旨記録されており、両申立期間において、申

立人の被保険者記録は確認できない上、申立人が、同じ期間、同じ業務に従事

していたとして名前を挙げた同僚の厚生年金保険の被保険者記録は、申立人の

被保険者記録と一致していることが確認できる。 

また、申立期間①について、申立人の勤務実態について供述した前述の同

僚二人は、適用事業所名簿においてＡ社が厚生年金保険の適用事業所に該当す

ることとなったことが確認できる昭和 42 年３月１日より前に申立事業所に勤

務していたと供述しているものの、Ａ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者

名簿から同日より後に厚生年金保険被保険者の資格を取得していることが確認



  

できることから判断すると、申立期間当時、事業主は、必ずしもすべての従業

員について、入社又は事業所が厚生年金保険の適用事業所に該当すると同時に

厚生年金保険に加入させていたとは限らない事情がうかがえる。 

さらに、申立期間②については、前述の改製原戸籍の附票のほかに、申立

人の勤務を推認できる同僚の供述等は得られない上、前述の同僚二人は、いず

れも厚生年金保険被保険者の資格を喪失した日に係る記録は正しいと思うと供

述している。 

加えて、Ａ社は既に厚生年金保険の適用事業所に該当しなくなっている上、

当時の事業主及び関係者とされる事業主の兄弟は既に全員死亡しており、当時

の事情を聴取することができない。 

このほか、申立人は両申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与

から控除されていたことを確認できる給与明細書等の資料を所持していない上、

申立人の両申立期間における厚生年金保険料の控除について確認できる関連資

料及び周辺事情は見当たらない。 

これら事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険被保険者として両申立期間に係る厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたと認めることはできない。 



  

福岡厚生年金 事案 2084 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 21年生 

    住    所 ：  

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和 40年 12月４日から 41年 10月１日まで 

② 昭和 42年９月４日から 43年６月８日まで 

昭和 40 年 11 月ごろ、当時のＡ事業所の管理者から、業務繁忙等のため、

就労について強い勧誘があり、両親の説得もあって、同年 12 月４日から同

事業所で勤務した。最初は臨時であったが、試験に合格し、43 年６月から

正規職員となり、現在まで継続して勤務している。申立期間に係る在職証

明書を提出するので、申立期間を厚生年金保険の被保険者期間として認め

てほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ｂ社Ｃ支店長が発行した在職証明書、同僚二人の供述などから判断すると、

両申立期間のうち、一部期間を除いて、申立人が、Ａ事業所で、臨時雇として

勤務していたものと推認される。 

しかしながら、Ａ事業所に係る健康保険厚生年金保険被保険者原票から、

両申立期間の一部において、厚生年金保険の被保険者記録が確認できる同僚

二人は、「Ａ事業所は、臨時雇の者には厚生年金保険の加入は無かったと思

う。臨時雇の者はアルバイトのような扱いで、正規職員と同じ日数を勤務し

ているわけではない。臨時雇であった期間において、私は週に数日しか勤務

していなかった。常勤の臨時職員だと、正規職員と同じ日数を勤務している。

臨時雇及び常勤の臨時職員は、いずれも正規職員の欠員として業務を行うの

で、業務内容等は、正規職員と変わらない。大体半年くらいの臨時雇の期間

を経て常勤の臨時職員になる。私の場合は、半年より少し長かったと思う。

私は、臨時雇の期間は厚生年金保険の被保険者記録が無く、常勤の臨時職員

になってから厚生年金保険に加入させてもらったと思う。」と供述している。 

また、Ａ事業所に係る健康保険厚生年金保険被保険者原票及びＤ社Ｅ支社



  

から提出された履歴事項証明書から、申立人が常勤の臨時職員であった期間

は厚生年金保険の被保険者期間と一致し、臨時雇の期間であった両申立期間

においては厚生年金保険の被保険者期間ではないことが確認できる。 

さらに、申立人がＡ事業所に在籍していた期間のうち、一部期間において

同種の雇用形態で勤務していたとして名前を挙げた同僚は、Ａ事業所に係る

健康保険厚生年金保険被保険者原票において厚生年金保険の被保険者記録が

確認できない。 

加えて、前述の履歴事項証明書により、申立人の臨時雇の期間は連続して

おらず、厚生年金保険の被保険者資格取得の適用除外である２か月以内の雇

用期間が中３日を経て繰り返しており（両申立期間において、いずれも５

回）、発令者が、臨時雇についてはＡ事業所長、常勤の臨時職員については

国の所管局長とそれぞれ異なっていることが確認できることなどから判断す

ると、事業主は、臨時雇の者を厚生年金保険に加入させる取扱いを行ってい

なかった事情がうかがえる。 

また、前述の被保険者原票では、申立人のＡ事業所における厚生年金保険

被保険者の資格を取得した日は昭和 41 年 10 月１日、同資格を喪失した日は

42 年９月１日と記録されており、両申立期間において、申立人の氏名は確認

できない。 

さらに、Ｄ社Ｅ支社は「申立人は、両申立期間においては、臨時雇として

勤務していたが、厚生年金保険の加入及び保険料控除の実態については、資

料が無く不明である。」と回答し、Ａ事業所は「申立期間当時の資料は無く、

詳細は不明である。」と回答している。 

加えて、申立人は両申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与か

ら控除されていたことを確認できる給与明細書等の資料を所持しておらず、

このほか、申立人の両申立期間における厚生年金保険料の控除について確認

できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これら事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険被保険者として両申立期間に係る厚生年金保険料を事業

主により給与から控除されていたと認めることはできない。 



  

福岡厚生年金 事案 2085 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女   

    基礎年金番号 ：    

   生 年 月 日 ： 昭和 26年生   

    住    所 ：    

   

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 49年３月 30日から同年４月１日まで 

Ａ社（Ｂ社を経て、現在は、Ｃ社）には、昭和 45年３月２日から 49年３

月 31 日までの期間において勤務したにもかかわらず、厚生年金保険の被保

険者記録が 45 年３月２日から 49 年３月 30 日までの期間と記録されている。 

申立期間については、給与から厚生年金保険料を差し引かれていたはずな

ので、厚生年金保険の被保険者記録が無いことに納得できない。 

申立期間当時の関連書類等は保管しておらず、現在は何も残っていないが、 

申立期間を厚生年金保険の被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

雇用保険の被保険者記録から、申立人がＡ社を昭和 49 年３月 29 日に離職

していることが確認できることから、申立人が申立期間において申立事業所に

勤務していたことを確認することができない。 

また、Ａ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿及びＣ社が保管する

Ａ社に係る「健康保険厚生年金保険被保険者資格喪失確認通知書」において、

申立人の厚生年金保険被保険者資格の喪失日は、昭和 49年３月 30日と記録さ

れていることが確認できる上、Ｃ社が保管する、「Ａ厚生年金基金加入員番号

簿」においても、申立人の厚生年金基金の加入期間が同日までと記録されてい 

ることが確認できる。 

さらに、前述の被保険者名簿において、申立期間当時、１日付けで厚生年

金保険被保険者の資格を喪失している者はほとんど無く、Ｃ社は、「申立期間

当時、退職月については、当月末付けで厚生年金保険被保険者の資格を喪失し、

当月 22 日に支給する給与において、前月の厚生年金保険料を控除していた。

当月分の厚生年金保険料については控除していなかった。」と回答している。 



  

加えて、Ａ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿から、申立人と同

日に厚生年金保険被保険者の資格を喪失していることが確認できる複数の同僚

に照会したが、いずれもその退職日及び昭和 49 年３月分の保険料の控除につ

いて明確な記憶が無く、当該事業所における申立期間当時の厚生年金保険の加

入及び保険料の控除等の取扱いについて確認することができない。 

また、申立人は申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控

除されていたことを確認できる給与明細書等の資料を所持していない。 

このほか、申立てに係る事実を確認できる関連資料及び周辺事情は見当た

らない。 

これら事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事業主に

より給与から控除されていたと認めることはできない。 



  

福岡厚生年金 事案 2086 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等  

氏    名 ： 男   

基礎年金番号 ：    

生 年 月 日 ： 昭和 14年生   

住    所 ：    

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和 30年４月１日から 32年 10月 10日まで 

② 昭和 33年６月４日から 35年６月 22日まで 

厚生年金保険の被保険者記録について照会したところ、両申立期間につ

いて被保険者記録が無い旨の回答を得た。 

申立期間①については、中学校卒業直後にＡ社に勤務していた期間であ

り、また、申立期間②については、Ｂ社で勤務していた期間である。 

両申立期間について厚生年金保険の被保険者期間として認めてほしい。 

    

第３ 委員会の判断の理由 

  １ 申立期間①については、Ａ社は、適用事業所名簿において厚生年金保険の

適用事業所に該当していないことが確認できる上、管轄法務局においてＡ

社の法人登記簿の記録も確認できない。 

    また、申立人は、当該事業所の当時の事業主及び同僚の名前を記憶してお

らず、供述を得ることができないことから、申立期間における勤務実態及

び事業主による厚生年金保険料の控除等について確認することができない。 

    さらに、申立人が申立期間①に係る厚生年金保険料を事業主により給与か

ら控除されていたことを確認できる給与明細書等の資料は無く、このほか、

申立てに係る事実を確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

 

２ 申立期間②については、Ｂ社の同じ部署で勤務していた同僚二人が、「申

立人とは同じ部署で一緒に勤務していたが、申立人が勤務していた正確な

時期は記憶していない。」と供述しており、期間の特定はできないものの、

申立人が、同社に勤務していたことは推認できる。 

しかしながら、Ｂ社は、適用事業所名簿から平成４年４月 27 日に厚生年



  

金保険の適用事業所に該当しなくなっていることが確認できる上、当時の

事業主は死亡しており供述を得ることができず、関連資料も無く、当該期

間における勤務実態、厚生年金保険の加入状況及び事業主による厚生年金

保険料の控除等について確認できない。 

また、Ｂ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿により、申立人の

厚生年金保険被保険者資格の取得日は昭和 35 年６月 22 日であることが確

認でき、雇用保険被保険者資格の取得日及びオンライン記録と一致してい

ることが確認できる。 

さらに、申立人が申立期間②に係る厚生年金保険料を事業主により給与

から控除されていたことを確認できる給与明細書等の資料は無く、このほ

か、申立人の当該期間における厚生年金保険料の控除について確認できる

関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

 

３ これら事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険被保険者として両申立期間に係る厚生年金保険料を事

業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 



  

福岡厚生年金 事案 2087 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

  

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女  

基礎年金番号 ：    

生 年 月 日 ： 昭和 41年生   

住    所 ：    

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 62年１月１日から平成元年４月１日まで 

昭和 62 年ごろ、Ａ社に入社し、当初は同社が経営する店舗の業務に従事

していたが、しばらくして店舗が火事になり、店舗がある建物の上階に

あった同社が経営する別の店舗に異動した。勤務期間中に、元号が昭和か

ら平成に変わったことを記憶している。勤務実態及び厚生年金保険料の控

除が確認できる資料等は所持していないが、申立期間を厚生年金保険の被

保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社が提出した申立人に係る平成元年分の賃金台帳の記載から判断すると、

申立人が、申立期間のうち、昭和 63 年 10 月 28 日から同社に勤務していたこ

とが推認できる。 

しかしながら、Ａ社が提出した「健康保険厚生年金保険被保険者資格取得

確認および標準報酬決定通知書」によると、申立人の厚生年金保険の被保険者

資格取得日は平成元年４月１日と記録されており、オンライン記録と一致する

ことが確認できる上、当該賃金台帳では、申立期間のうち、同年１月、同年２

月及び同年３月分については申立人の給与から厚生年金保険料が控除されてい

ないことが確認できる。  

また、Ａ社では、「当時の事務員はおらず、根拠となる資料も保管してい

ないため、申立内容について詳細は不明であるが、当時、厚生年金保険の加入

については、従業員から承諾を得たタイミングで加入手続を行っていたものと

思われる。」と回答しているところ、オンライン記録から申立人の厚生年金保

険被保険者資格取得日と同日である平成元年４月１日付けで同資格を取得した

ことが確認できる同僚４人のうち３人が、それぞれが入社したとする時期から



  

３か月後に、一人が９か月後に厚生年金保険被保険者の資格を取得したと供述

しており、前述の賃金台帳から推認できる申立人の勤務開始日である昭和 63

年 10月 28日から約５か月を経過した後の平成元年４月１日に申立人が厚生年

金保険の被保険者資格を取得していることから判断すると、申立事業所では、

従業員を必ずしも入社と同時に厚生年金保険に加入させていたとは限らない事

情がうかがえる。 

さらに、申立人が申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から

控除されていたことを確認できる給与明細書等の資料は無く、このほか、申立

人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確認できる関連資料及び

周辺事情は見当たらない。 

これら事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事業主に

より給与から控除されていたと認めることはできない。 



  

福岡厚生年金 事案 2088 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男   

基礎年金番号 ：    

生 年 月 日 ： 昭和 15年生   

住    所 ：    

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 49年 10月１日から 50年１月１日まで  

    Ａ社に昭和 40 年４月１日から 59 年１月 20 日までの期間において継続し

て勤務したが、申立期間の厚生年金保険の被保険者期間が空白になってい

る。社会保険事務所（当時）に照会したところ、当該事業所は 49 年 10 月

１日に厚生年金保険の適用事業所に該当しなくなり、50 年１月１日に再度、

厚生年金保険の適用事業所に該当することとなっていることから、当該期

間が空白期間となっているとの回答があったが、当時、Ａ社から従業員に

は何の説明も無く、申立期間中も給与から厚生年金保険料が控除されてい

たので、申立期間を厚生年金保険の被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

事業主の元妻及び同僚の供述から判断すると、申立人が申立期間にＡ社に継

続して勤務していたことは推認できる。 

しかしながら、適用事業所名簿によれば、申立事業所は、昭和 49 年 10 月１

日にいったん厚生年金保険の適用事業所に該当しなくなっている上、50 年１

月１日に再度、同一の名称及び所在地で整理記号が異なる厚生年金保険の適用

事業所に該当することとなっていることから、申立期間は厚生年金保険の適用

事業所ではなかったことが確認できる。 

また、申立事業所は、昭和 61 年９月 21 日に厚生年金保険の適用事業所に該

当しなくなっている上、当時の事業主は死亡しており、当時、社会保険関係の

事務手続を行っていたとされる者は連絡先が不明であり、関連資料も無く、申

立期間における厚生年金保険の加入状況及び事業主による厚生年金保険料の控

除等について確認できない。 

さらに、Ａ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿から、申立期間にお



  

いて、申立人と一緒に継続して勤務していたとする同僚も、申立人と同じく申

立期間の厚生年金保険の被保険者記録は無いことが確認できる。 

加えて、申立人が申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控

除されていたことを確認できる給与明細書等の資料は無い。 

なお、厚生年金保険の強制適用事業所の該当要件として被保険者数が常時５

人以上と定められているところ、Ａ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名

簿から、昭和 49 年 10 月 1 日の厚生年金保険の被保険者数は申立人を含めて二

人であり、50 年１月１日の厚生年金保険の被保険者数は申立人を含めて７人

であることが確認できる。 

このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確認で

きる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

   これら事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立

人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事業主によ

り給与から控除されていたと認めることはできない。 



  

福岡厚生年金 事案 2089 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女   

    基礎年金番号 ：    

    生 年 月 日 ： 昭和 24年生   

    住    所 ：    

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 47年２月１日から 50年４月１日まで 

昭和 47 年２月ごろから 50 年４月に実家へ戻るまでの期間において、Ａ

病院（現在は、Ｂ病院）で日勤のみの勤務をしていた。勤務していたこと

は間違いないので、申立期間を厚生年金保険の被保険者期間として認めて

ほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

勤務内容に係る具体的な申立人の供述及び同僚の供述から判断すると、期

間の特定はできないものの、申立人が申立期間においてＡ病院に勤務していた

ことは推認できる。 

なお、雇用保険被保険者記録においては、申立人の申立事業所に係る記録

は確認できない。 

しかしながら、申立事業所に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿から、

申立期間において厚生年金保険の被保険者記録が確認でき、かつ連絡が取れた

複数の同僚は、いずれも「当時、申立人の担当診療科の看護婦は、パート勤務

者が多く、入れ替わりが頻繁であった。｣と供述している上、申立事業所の経

理担当者及び事業主の妻は、「パート勤務者については健康保険及び厚生年金

保険の加入手続を行わない取扱いであった。」と供述しているところ、申立事

業所は、「申立事業所に保管している昭和 45 年からの健康保険加入者名簿、

昭和 49年度及び 50年度における常勤職員の退職者名簿において、申立人の名

前は確認できない。」と回答していることから判断すると、申立人は申立事業

所において、厚生年金保険に加入しないパート勤務者として雇用されていたこ

とがうかがえる。 

また、前述の被保険者名簿には、申立人の厚生年金保険の被保険者記録は



  

確認できない上、整理番号に欠番は無いことから、申立人の記録が欠落したも

のとは考え難い。 

さらに、申立人が申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から

控除されていたことを確認できる給与明細書等の資料は無く、このほか、申立

人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確認できる関連資料及び

周辺事情は見当たらない。 

これら事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事業主に

より給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

 



  

福岡厚生年金 事案 2090（事案 102（申立期間①）の再申立て） 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間①について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

また、申立人は、申立期間②について、厚生年金保険被保険者として、その

主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を事業主により給与から控除さ

れていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男   

    基礎年金番号 ：    

    生 年 月 日 ： 昭和 38年生   

    住    所 ：    

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 平成元年８月 31日から同年９月１日まで 

             ② 平成元年５月から同年８月まで 

    申立期間①について、Ａ社の厚生年金保険被保険者資格の喪失日が平成元

年８月 31 日とされていたが、私は同年８月 31 日まで勤務しており、厚生

年金保険被保険者資格の喪失日は同年９月１日のはずと年金記録確認第三

者委員会に申し立てたものの認められなかった。 

しかし、どうしても納得できないので、申立期間①を厚生年金保険の被

保険者期間として認めてほしい。 

    また、申立期間②について、Ａ社に係る給与の支給額が、平成元年５月分

から 23 万円ぐらいに上がったにもかかわらず、申立期間②における標準報

酬月額の記録が入社時と変わらず 16 万円 として記録されているので、申

立期間②に係る標準報酬月額の記録を給与支給額に見合う記録に訂正して

ほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

  １ 申立期間①については、ⅰ）厚生年金保険被保険者資格の喪失日は雇用保

険の被保険者記録から確認できる申立人のＡ社における離職日である平成

元年８月 30 日の翌日であることが確認できること、ⅱ）事業主は、申立人

の在籍については認めているものの、申立事業所は、平成 19 年 12 月に清

算手続が終了しているため、申立人に係る資料等は残っておらず、申立人

の離職日及び厚生年金保険料の控除等について確認することができないと



  

回答していることなどとして、既に当委員会の決定に基づき 20 年５月 28

日付けで年金記録の訂正が必要とまでは言えないとする通知が行われてい

る。 

今回、申立人は、「Ａ社には、間違いなく平成元年８月 31 日までの期間

において勤務していたので、厚生年金保険被保険者資格の喪失日は同年９

月１日になるはずであるから、年金記録の訂正は必要でないという結論に

は納得できない。」と申し立てているが、これは委員会の当初の決定を変

更すべき新たな事情とは認められず、その他に委員会の当初の決定を変更

すべき新たな事情も見当たらないことから、申立人が厚生年金保険被保険

者として申立期間①に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除さ

れていたと認めることはできない。 

 

２ 申立期間②について、申立人は、「入社時の給与支給額は 16 万円であっ

たが、事業主と交渉の結果、入社３か月目の月から給与支給額は 23 万円ぐ

らいに上がった。」と主張しているところ、申立人がＡ社において厚生年金

保険被保険者の資格を取得した平成元年３月に標準報酬月額が 16 万円とし

て決定された後、仮に、申立人の主張どおり、同年５月分の給与から 23 万

円に昇給したとしても、厚生年金保険法において、標準報酬月額が翌年の定

時決定が行われるまでに変更されるのは、固定的賃金の変動月以降３か月の

間に支払われた報酬の平均月額を標準報酬月額等級区分に当てはめ、現在の

等級との間に２等級以上の差が生じたときと定められており、申立人の標準

報酬月額が変更されるのは同年５月から少なくとも３か月を経過した後の同

年８月以降であることから、同年５月から同年７月までの期間における標準

報酬月額は 16万円であると推測される。 

    また、申立人は申立期間②に係る給与明細書等の資料は所持しておらず、

事業主及びＡ社に係る事務手続を委託されていた会計事務所及び社会保険

労務士事務所に照会しても、申立内容を確認することができる関連資料及

び供述を得ることができない。 

    さらに、オンライン記録によると、申立期間②の標準報酬月額について、

さかのぼって記録の訂正が行われたなど不自然な形跡は認められない。 

    これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立期間②について、厚生年金保険被保険者としてその主張する標準報酬

月額に基づく厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたと認

めることはできない。 



  

福岡厚生年金 事案 2091 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 19年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 54年８月から 57年８月１日まで 

Ａ社における厚生年金保険被保険者資格の取得日が昭和 57 年８月１日と

なっている。実際の勤務地は、Ａ社が経営するＢ店であったが、申立期間

において継続して勤務していたことは事実であるので、申立期間を厚生年

金保険の被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社の回答及び申立人がＢ店における同僚として名前を挙げた者の厚生年

金保険の被保険者記録が、申立事業所に係る健康保険厚生年金保険被保険者原

票により確認できることから判断すると、勤務期間の特定はできないものの、

申立人が申立事業所に勤務していたことを推認することができる。 

しかしながら、申立事業所では、「申立人が勤務していた記憶はあるが、

現在、Ｂ店は経営しておらず、申立期間当時の関係資料を保存していないため、

申立ての事実を確認できない。」と回答している上、申立事業所に勤務してい

た同僚４人に聴取したところ、うち一人は、「申立人に係る記憶は無いが、申

立期間当時、Ａ社が経営するＢ店に勤務する者については、厚生年金保険に加

入しない試用期間があり、試用期間においては厚生年金保険料は控除されてい

なかったと思う。また、試用期間を経過した後も厚生年金保険の加入を希望し

ない者がいたと聞いている。」、残り３人は、「申立人に係る記憶は無く、当

時の厚生年金保険の加入状況等についても分からない。」と供述していること

から判断すると、当時、申立事業所では、従業員について、必ずしも入社と同

時に厚生年金保険に加入させていたとは限らない事情がうかがえる。 

また、申立期間における申立人に係る雇用保険の被保険者記録は確認でき

ない上、申立事業所に係る申立人の健康保険厚生年金保険被保険者原票では、



  

厚生年金保険被保険者の資格を取得した日は昭和 57 年８月１日となっており、

オンライン記録と一致していることが確認できる。 

さらに、申立人は申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から

控除されていたことを確認できる給与明細書等の資料を所持しておらず、この

ほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確認できる関

連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これら事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事業主に

より給与から控除されていたと認めることはできない。 



  

福岡厚生年金 事案 2092 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 13年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 33年６月１日から 34年４月１日まで 

Ａ社（現在は、Ｂ社）における厚生年金保険被保険者資格の喪失日が昭和

33 年６月１日と記録されているが、申立期間において勤務していたことは

事実であるので、申立期間を厚生年金保険の被保険者期間として認めてほ

しい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ｂ社では、「申立人に係る関係資料は保存しておらず、申立ての事実を確

認できない。」と回答している上、当時の事業主に照会したところ、「申立人

に係る記憶はあるが、具体的な勤務期間は分からない。当時の関係資料も保存

しておらず、申立ての事実を確認できない。」と回答している。 

また、Ａ社に勤務していた申立人の同僚二人は、それぞれ、「申立人に係

る記憶はあるが、具体的な勤務期間や社会保険の取扱いについては分からな

い。」、「申立人に係る記憶はあるが、具体的な退職時期は記憶していな

い。」と供述しており、このほか、Ａ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者

名簿から、申立期間において申立事業所の厚生年金保険の被保険者記録が確認

できる複数の同僚は連絡先不明等により供述を得ることができないことから、

申立期間における勤務実態及び事業主による厚生年金保険料の控除等について

確認できる関連資料及び供述等を得ることができない。 

さらに、申立事業所に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿では、申立

人の厚生年金保険被保険者資格の喪失日は昭和 33 年６月１日となっており、

オンライン記録と一致していることが確認できる。 

加えて、申立人は申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から

控除されていたことを確認できる給与明細書等の資料を所持しておらず、この



  

ほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確認できる関

連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これら事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事業主に

より給与から控除されていたと認めることはできない。 

 


